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○ 大学の概要

（１）現況
①大学名

国立大学法人宇都宮大学

②所在地
本部(峰キャンパス) 栃木県宇都宮市
陽東キャンパス 〃
松原キャンパス 〃
宝木キャンパス 〃
農学部附属農場 栃木県真岡市
農学部附属演習林 栃木県塩谷郡塩谷町(船生演習林)

栃木県日光市(日光演習林)

③役員の状況
学長 田原 博人 （平成13年12月１日～平成17年11月30日）
学長 菅野 長右ェ門 （平成17年12月１日～平成21年３月31日）
理事 ４名
監事 ２名(非常勤)

④学部等の構成
学部

国際学部、教育学部、工学部、農学部
研究科

国際学研究科、教育学研究科、工学研究科、農学研究科
学内共同教育研究施設等

生涯学習教育研究センター、雑草科学研究センター、バイオサイエンス
教育研究センター、総合メディア基盤センター、地域共生研究開発セン
ター、知的財産センター、留学生センター、キャリア教育・就職支援セ
ンター、オプティクス教育研究センター、附属図書館、保健管理センタ
ー、共通教育センター

⑤学生数及び教職員数（平成１９年５月１日現在）
学生数 ５,５２３名

学 部 ４,５７５名（うち留学生９９名)
研究科 ９４８名（うち留学生９１名)

教員数 ３７３名
職員数 ２３２名

（２）大学の基本的な目標等
広く社会に開かれた大学として、質の高い特色ある教育と研究を実践して、

人類の福祉の向上と世界の平和に貢献する。そのために、①幅広く深い教養と
実践的な専門性を身につけ、未来を切り開く人材を育成し、②持続可能な社会
の形成を促す研究を中心に、高水準で特色のある研究を推進し、③地域社会の
みならず広く国際社会に学び貢献する活動を積極的に展開する。

宇都宮大学



- 2 -

（３）大学の機構図
①平成１９年３月３１日現在 ②平成２０年３月３１日現在

国 際 学 部 事 務 部 国 際 学 部 事務部

国 際 学 研 究 科 国 際 学 研 究 科

教 育 学 部 事 務 部 教 育 学 部 事務部

教 育 学 研 究 科 教 育 学 研 究 科

監 事 監査室 附属教育実践総合センター 監 事 監査室 附属教育実践総合センター

附 属 小 学 校 附 属 幼 稚 園

経営協議会 学長特別補佐 附 属 中 学 校 経営協議会 学長特別補佐 附 属 小 学 校

19.4.1 附 属 中 学 校附 属 養 護 学 校

19.4.1附 属 幼 稚 園 附 属 特 別 支 援 学 校改称

改称学 学

長 工 学 部 事 務 部 長 工 学 部 事務部

選 学 長 理 事 工 学 研 究 科 附属ものづくり創成工学センター 選 学 長 理 事 工 学 研 究 科 附属ものづくり創成工学センター

考 考

会 農 学 部 事 務 部 会 農 学 部 事務部

議 農 学 研 究 科 附 属 農 場 議 農 学 研 究 科 附 属 農 場

役員会 附属演習林 船生演習林 役員会 附属演習林 船生演習林

生涯学習教育研究センター 日光演習林 生涯学習教育研究センター 日光演習林

教育研究評議会 学長室 雑草科学研究センター 教育研究評議会 学長室 雑草科学研究センター

20.3.25再編統合 20.3.25再編統合遺 伝 子 実 験 施 設 バイオサイエンス教育研究センター

総合メディア基盤センター 峰地区分室 総合メディア基盤センター 峰地区分室

留 学 生 セ ン タ ー 工学部分室 留 学 生 セ ン タ ー 工学部分室

地域共生研究開発センター 地域共生研究開発センター

放射性同位元素実験室 附 属 図 書 館20.3.25再編統合

附 属 図 書 館 工学部分館 保 健 管 理 セ ン タ ー 工学部分館

保 健 管 理 セ ン タ ー 工学部分室 知 的 財 産 セ ン タ ー 工学部分室

知 的 財 産 セ ン タ ー キャリア教育・就職支援センター

19.4.1設置キャリア教育・就職支援センター オプティクス教育研究センター

共 通 教 育 セ ン タ ー 19.4.1設置

総 務 部 総 務 課

人 事 課

総 務 部 総 務 課

財 務 課 人 事 課

財 務 部 経 理 課

施 設 課 財 務 課

財 務 部 経 理 課は，平成１８年度

修学支援課 施 設 課に変更した組織 は，平成１９年度

に変更した組織学 務 部 学生支援課

入 試 課 修学支援課

学 務 部 学生支援課

研究協力課 入 試 課19.4.1改組

19.4.1改称学術研究部 産官学連携企画室

19.4.1改組学術情報課 産学地域連携課

19.4.1改組 19.4.1改称国際交流課 学術研究部 産学地域連携課分室

19.4.1改組学術情報課

研究国際課

宇都宮大学
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○ 全体的な状況

宇都宮大学は、広く社会に開かれた大学として、質の高い特色ある教育と研究 年６月)
を実践して、人類の福祉の向上と世界の平和に貢献する。そのために、①幅広く ○ 「総合情報処理センター」を「総合メディア基盤センター」に改組(１８
深い教養と実践的な専門性を身につけ、未来を切り開く人材を育成し、②持続可 年７月)
能な社会の形成を促す研究を中心に、高水準で特色のある研究を推進し、③地域 ○ キャリア教育・就職支援センターの設置(１９年１月)
社会のみならず広く国際社会に学び貢献する活動を積極的に推進することにして ○ 国際学研究科博士後期課程国際学研究専攻の設置(１９年４月)
いる。 ○ 共通教育センターの設置(１９年４月)

○ オプティクス教育研究センターの設置（１９年４月）
○ 「遺伝子実験施設 「ＲＩ実験室 「動物実験室 「環境調節実験棟」Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 」、 」、 」、

（１）業務運営の改善及び効率化 を統合し「バイオサイエンス教育研究センター」に改組（２０年３月）
①適正な基本方針の確立・実践

研究成果を知的財産として管理する体制を強化するため、１８年４月に知 ⑦教職員の人事の適正化
、 、的財産センターを設置した。また、知的財産の創出、保護、活用を推進する ○ １８年度には 総人件費改革への対応に必要な人件費削減計画について

ため、産学官連携・知的財産本部を設置し、１９年度には文科省産学官連携 基本方針を定め、全学部の削減計画をとりまとめた。
コーディネーター及び大学知的財産管理アドバイザー派遣事業に採択され、 ○ １８年度に策定した、教員の新職階制度に関する確認並びに関係規程等
３名をコーディネーターとして任用し、発明発掘と知財啓蒙活動を積極的に を踏まえた「教員選考の基本方針」に基づき、教員に関する任用計画を実
展開した。 行した。

○ １８年度に制定された、事務職員等勤務評価規程に基づく勤務評価制度
②機動的・効率的な運営体制 のほか、自己評価、同僚評価、上司評価を試行した。

○ １８年度には、１７年度の検討を踏まえて２４の全学委員会を１５の委
員会に整理統合し、機動的、効率的な全学の意思決定と運営を行った。ま ⑧柔軟な人事制度の構築
た、各種委員会の整理再編に伴い、各委員会が十分に機能を発揮できるよ １７年１０月に設置した「宇都宮大学支援人材バンク」の登録者２４名の
うにワーキンググループやプロジェクトチームを随時設置し、柔軟で機動 うち６名を非常勤講師として活用した。
的かつ透明性の高い運用に努めた。

○ 教職員への情報伝達の適確化・迅速化を図るため、各種委員会の議事録 ⑨保育園の誘致・開園
及び会議資料を会議終了後に速やかにＨＰに掲載することにした。 １８年１１月に、地域への貢献、教職員子女の保育、男女共同参画社会の

推進等を図るため、社会福祉法人峰陽会が学内に開園した「宇都宮大学まな
③大学運営に対する職員の参画 びの森保育園」との連携を深めるため包括協定を締結した。

○ 各種懇談会を開催し、教職員・学生との情報交流・意思疎通を図った。
○ 教員評価実施要領を制定し、組織等が行う教員評価の対象領域の一つと ⑩総人件費改革への取組
して 「学内組織運営」に係る領域を設定した。 １９年度には、１７年度人件費削減目標額２％に対し４.７％の削減を達成、

○ 全学委員会に係る期末勤勉手当の加算措置を廃止し、その業績に応じて した。
勤勉手当の成績率に適切に反映させることにした。

（２）財務内容の改善
④情報の安全性に関する責任体制の確立 ①外部研究資金その他の自己収入の増加

○ ＣＩＯ及び同補佐、ＣＳＯ及び同補佐を設置し、総合メディア基盤セン ○ 科学研究費補助金の申請にあたり、各学部にプロジェクト委員を配置し
ターのセキュリティポリシーの策定及びＩＳＯ２７００１を認証取得した 指導助言体制を構築した結果、申請件数、採択率が向上した。。

○ オプティクス教育研究センターにおいて、光技術の総合的事業を推進す
⑤合理的資源配分 るために、工学部と農学部教員がプロジェクトを設置するとともに、２０

○ 全学共用定員枠を活用して採用した。 年度グローバルＣＯＥに申請した。
・キャリア教育専任教員 ２名 ○ 一定の地域貢献事業へ参加する学生等に対する助成を目的とした「峰が
・オプティクス教育研究センター専任教員 １名 丘地域貢献ファンド」は、新たに１１５百万円の支援を得て、総額５２５
・共通教育センター専任教員 １名 百万円となったが、引き続き維持・拡充に努める。２０年３月には、教育

○ 若手教員に対する研究助成及び重点推進研究費の配分を行った。 研究活動の活性化及び教育研究環境並びに学生支援の充実を目的とした 宇「
都宮大学基金」を創設した。

⑥教育研究組織の見直し
○ 「野生植物科学研究センター」を「雑草科学研究センター」に改組(１８ ②経費抑制の取組

宇都宮大学
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１９年度には １６年度に策定した節減合理化基本方針の見直しを実施し 全学出動方式等の原則を教育研究評議会で承認し、企画・運営する組織とし、 、
新たな経費節減事項の洗い出し等を行うとともに、ゴミの分別回収及びペ て、１９年４月に「共通教育センター」を設置した。
ーパーレス化の推進により、複写機保守料は対前年度８００千円の減額、
塵埃物収集料は、対前年度１,５５０千円の節減となった。 ②教育の成果を検証

同窓会、学生後援会などの学外者の意見を徴し、教育企画会議で改善状況
○ 環境対策として、環境報告書の作成とともに、経費節減からも冬季・省 等を検証した。
エネキャンペーンを実施している。

○ 非常勤講師の削減は、１６年度に策定した「非常勤講師時間数の削減」 ③大学院教育の充実
の基本方針に基づき実施した。 国際学研究科博士後期課程を１９年４月に設置した。

③学生寮の整備 （２）研究面における取組等
１８年度には、学生寮の整備拡充計画に基づき、新寮(陽東寮)を自己資金 ①重点研究の推進・支援

など多様な資金を活用し建設(８０戸)するとともに、雷鳴寮についても、寄 個性的で発展性のある本学を代表する研究プロジェクトに研究経費を助成
宿寮収入を償還財源とする長期借入金により改修した。 することとして、１８年度は８件で31,860千円を、１９年度は12件で45,000

千円を措置した。
④入札運用改善の取組

金融機関の格付け 株価の水準等 預入先としての安全性を考慮し また ②研究成果の社会還元、 、 、 、
資金運用益の改善に資するため、運用開始時期の調整(リスク分散)を行いつ 学外で開催された各種イベント等において、積極的に本学のシーズ等を紹
つ、本学にとって最も金利が有利となるように入札による運用を導入した結 介した （①産学官連携推進会議、②とちぎ産業フェア、③アグリビジネス。
果、大幅な増収を得た。 フェア、④産学連携フェア）
（ ）一般予算資金運用収入 Ｈ１８：３,６８３千円→Ｈ１９：７,５０５千円

③若手研究者の支援
（３）自己点検・評価及び情報提供 ○ 若手教員研究助成として、１８年度は、申請のあった３４件のうち２０

事務職員等勤務評価規程を制定し、１８年７月から１２月までの６ヶ月間 件、１９年度は、３２件のうち２４件について研究経費の助成をした。ま
試行した「人事制度改革に関する事務タスクフォース」の結果を踏まえ１９ た、助成を受けた教員については、各学部のプロジェクト委員がアドバイ
年度においては自己評価、同僚評価、上司評価を試行した。 ザーとして、研究推進について助言等を行った。

○ １９年度科学研究費補助金に応募申請しなかった研究者に対して、１９
（４）その他の業務運営に関する重要事項 年度予算において、教員研究費の１０％を削減し、若手教員の研究助成金

①宇都宮大学樹木憲章の制定 の財源とする仕組みを構築した。また、外部資金についても１０％程度の
「宇都宮大学樹木憲章」を制定し、キャンパス内の樹木、庭園の維持管理 間接経費を確保し、若手教員研究助成、重点推進研究に追加配分するなど

を実施するとともに「樹木マップ」を作成した。 インセンティブを高める措置を講じた。

②防災訓練の実施 （３）その他の取組等
宇都宮市の防災訓練を本学構内で初めて実施し、地域住民の防災拠点とし ①社会との連携等

ての防災意識の高揚を図った。 産業界並びに学内の連携強化のため、１８年４月に「知的財産センター」
を設置するとともに 「地域共生研究開発センター」及び「知的財産センタ、

③駐輪場の整備 ー」を中心とした「産学官連携・知的財産本部」を設置した。また、各学部
キャンパスの環境維持・保全及び交通安全を維持するため、駐輪場を整備 に「産学官連携・知的財産本部」を担当する職員を置き、産学官連携プロジ

し、駐輪スペースの拡充を図るとともに駐輪登録制を導入して放置自転車の ェクトの効果的推進を図った。
発生防止に努めた。

②研究設備等の相互利用
④危機管理について １８年度に、地域共生研究開発センター(学内共同利用施設)は、栃木県産

全学的な危機管理マニュアルの作成及び危機管理体制を確立した。また、 業技術センターとそれぞれが保有する研究設備(機器)の相互利用に合意し、
学内の危機管理について継続的な見直しを図るため、危機管理検討委員会を 協定を締結した。
設置した。

③国際交流等
海外の諸大学と、国際交流協定、部局間交流協定を締結し、提携の拡充・Ⅱ 教育研究等の質の向上

（１）教育面における取組等 強化を積極的に行っている。
①共通教育担当体制について

宇都宮大学
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

中 ① 健全な経営状態を保ちながら、大学の社会的責務を十全に果たすことができるよう、適正な経営基本方針を確立し実践する。
期 ② 学長のリーダーシップが健全な形で発揮され、全学的意思決定が機動的・効率的になされる組織運営体制の構築を図る。
目 ③ 教職員が全学的視野を共有し、それぞれの立場から大学運営プロセスに参画するための方策を講じる。
標 ④ 運営の透明性を確保するとともに、アカウンタビリティの一層の向上に努める。

⑤ 学内諸活動に関する綿密な点検・評価を継続的に実践するとともに、それに基づき、学内資源の合理的な配分を進める体制を整える。
⑥ 学部長を中心とした機動的・戦略的な学部運営を図る。

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況中期計画 平成19年度計画

中 年中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）１ 運営体制の改善に関する目
大学運営に活かすため、学外有識者と本学役 同窓会との関連では、各学標を達成するための措置

員、学部長及び事務部長による「宇都宮大学懇 部等同窓会から会長他が参加①適正な経営基本方針の確立と
話会」を実施し、助言及び企画等の提案をいた する各学部等同窓会連絡協議実践

【1】 Ⅲ だいた。 会を毎年２回開催し、大学へ
県内自治体との間で構成する また、各学部等同窓会から会長他が参加する の要望等を徴し、社会のニー

「地域連携協議会 （平成１４ 各学部等同窓会連絡協議会を毎年３回ないし４ ズの把握に努めるとともに意」
年設立）や栃木県及び県内高等 回開催し、大学への要望等を徴し、社会のニー 見交換を行う。
学校との間で構成する「高大教 ズの把握に努めるとともに意見交換を行った。 引き続き地域連携協議会を
育連携協議会」など、諸団体と １７年度に那須烏山市と、１８年度に高根沢 開催して、各自治体との連携
の交流活動を通じ、また各学部 町、宇都宮市及び日光市と包括協定（相互友好 事業について、意見交換、情
の同窓会活動のチャンネルなど 協力協定）を締結し、自治体との連携強化を図 報交換を行い、社会ニーズの
を活用して、大学に対する将来 るとともに、那須烏山市との協定に基づき、 把握に努め、継続して連携の
にわたる社会のニーズを敏感に １８年度には総合計画策定審議会委員及び部門 推進を図る。
かつ的確に把握することに努 別まちづくり懇談会アドバイザー並びに那須烏 相互友好協力協定を締結し

、 、め、それを経営方針に反映させ 山市補助金等検討委員会委員を選出した。 ている那須烏山市 高根沢町
る。 併せて、県内各自治体との間で構成する「地 日光市に対し、本学と実施し

域連携協議会」を毎年２回程度開催して、各自 ている連携事業を自治体のＨ
治体と意見、情報交換を行うとともに、連携事 Ｐへ掲載することの実現に向
業を実施して、連携強化を図っている。 けて、積極的にＰＲ活動を行

連携事業実績件数 う。また、本学のＨＰへ、社
１６年度 ６４件 １７年度 ５７件 会連携推進機構、地域連携推
１８年度 ９１件 進本部等組織及び連携事業の

実績等を掲載し、自治体との
【1-1】 連携強化を図る。（平成19年度の実施状況）

県内自治体との間で構成する「地域連 【1-1】
携協議会」や栃木県及び県内自治体等と Ⅲ 各学部等同窓会から会長他が参加する各学部
の連携協定あるいは県内高等学校との間 等同窓会連絡協議会を３回開催し、大学への要
で構成する「高大教育連携協議会」など 望等を徴し、社会のニーズの把握に努めるとと
諸団体との交流活動及び各学部同窓会活 もに意見交換を行った。
動のチャンネルなどを活用して、大学に 県内各自治体との間で構成する「地域連携協
対する将来にわたる社会のニ－ズを敏感 議会」を開催して、各自治体との連携事業につ
かつ的確に把握することに努める。 いて、意見交換、情報交換を行い、社会ニーズ

の把握に努めた。さらに、組織としての取組体
制を強化するため事務組織の見直しを行い、従
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来の研究協力課を産学地域連携課と研究国際課
に改組し、窓口の一本化を図った。

【1-2】 【1-2】
地域の”知”を大学運営に活かすため Ⅲ 大学運営に活かすため、学外有識者と本学役

「宇都宮大学懇話会」を引き続き開催す 員、学部長及び事務部長による「宇都宮大学懇
る。 話会」を２０年２月に実施し、助言及び企画等

の提案をいただいた。

【1-3】 【1-3】
那須烏山市、高根沢町、宇都宮市、日 Ⅲ 相互友好協力協定を締結している那須烏山

光市における包括協定（相互友好協力協 市、高根沢町、宇都宮市、日光市、各自治体と
定）の具体化に努める。 本学が実施している連携事業を自治体のＨＰへ

掲載することを検討するなど、自治体との連携
強化を図った。また、宇都宮市との間では、本
学からの提案により「市内大学との連携まちづ
くり」連携事業を宇都宮市ＨＰへ掲載すること
が実現した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【2】
、外部資金の獲得に積極的に取 外部資金獲得については、学内措置により既 経費節減への取組について
、り組むとともに、経費の節減や 存の３センターを統合し「地域共生研究開発セ 各部局等が節減目標を策定し

現況資源の有効利用を進め、健 ンター」に拡充改組（１６年４月）し、受託研 毎年度定期に報告を受けると
全な財務体質の維持を図る。 Ⅲ 究等の受入体制を強化した。 ともに、取組状況について全

さらに、知的財産の創出・保護・活用を推進 学に周知することとし、削減
。するため、１８年４月に「域共生研究開発セン 目標６％を目指すこととする

ター」及び「知的財産センター」との連携を中 また、エコ指導員の活動に
心とした「産学官連携・知的財産本部」を設置 ついては、引き続き現場の状
し、発明協会から知的財産アドバイザーの派遣 況把握に努めるとともに、活
を受け、知的財産活用プロジェクトを設け活動 動内容を広く学内に周知する
を行った。 ことにより、学生を含めた環

また、外部資金の獲得等の一環として、課外 境対策への取組と、経費節減
活動共用施設建設のための募金活動を２カ年 への取組を実施することとす
（16～17）に亘り行ったほか 「物件費の節減 る。、
合理化基本方針 に基づき 学内構成員に対し 「産学官連携・知的財産本」 、 、
コスト削減の意識付けを図り、複写機の設置台 部」として、ＪＳＴ、経産省
数の見直し及び大学会館管理業務の外部委託等 などの競争的研究助成への応
々、経費の節減を継続的かつ積極的に進めてい 募を積極的に支援するととも
る。併せて、職員宿舎の一部を学生寮に使途変 に、産学官連携、事業化の視
更し、留学生宿舎不足の解消を行うなど、減損 点から申請書作成にもコミッ
会計を踏まえた資産の有効活用に努めた。 トし、採択率向上を図る。

（平成19年度の実施状況）【2-1】
「産学官連携・知的財産本部」に、外 【2-1】

部資金によるコーディネーター人材の配 Ⅲ 文科省産学官連携コーディネーター及び大学
置を目指し、コーディネーターの活用に 知的財産管理アドバイザー派遣事業に採択さ

、 。 、 、より、積極的な外部資金獲得を目指す。 れ 配置がなされた また 県内の商工会議所
商工会の産学官連携コーディネーター３名を本
学のコーディネーターとして任用した。

【2-2】 【2-2】
１８年度に組織した「産学官連携・知 Ⅲ ＪＳＴのシーズ発掘支援事業に関する説明会

的財産本部」の組織整備をさらに進め、 を２回開催するなど外部資金獲得の推進を図っ
知的財産の一層の充実と外部資金の獲得 た。
に積極的に取り組み併せて経費の節減や また、発明発掘コーディネーターによる教員
資産の有効活用を推進する。 の研究室訪問を実施して、発明発掘と知財啓蒙

活動を積極的に展開した。

宇都宮大学
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経費削減については １６年度に策定した 物、 「

件費の」節減合理化基本方針」の検証を行うと
ともに、更なる分析・調査等を加えるべく「経
費節減合理化検討事項見直し検討チーム」を設
置し、徹底的な見直しを図った。

さらに、昨年に引き続き冬季・省エネキャン
ペーンを実施（H19.12～20.3）し、学生教職員
に対し、電気使用量等の削減に努めるよう周知
徹底を図った。

（平成16～18年度の実施状況概略）②機動的・効率的な全学的意思
役員組織と事務部門との連結を強化するた 引き続き、役員組織と事務決定と運営を可能とする組織体

め 運営連絡会 １８年度から 運営調整会議 部門との連結を強化するため制の確立 、 （ 「 」）
、 、【3】 を１６年４月１日に設置し、機動的な執行体制 に 運営調整会議を定例化し

学長のリーダーシップのも Ⅲ を整えた。また、役員組織と各学部長等との連 機動的な執行体制を整える。
と、役員組織の企画立案機能を 絡調整を密にするため、企画調整会議（１８年 また、役員組織と各学部長、
強化する。役員組織と事務部門 度から企画戦略会議）を１６年４月１日に設置 各事務部長との連絡調整を密
との連結を強化するために運営 し、学内合意形成の円滑化を図った。 にするために企画戦略会議を
連絡会を設置し、機動的な執行 さらに １９年４月から 地域連携 及び 大 定例化し、学内合意形成の円、 「 」 「
体制を整える。また、役員組織 学コンソーシアム栃木」の業務を学長室から産 滑化を図る。
と各学部長等との連絡調整を密 学地域連携課に移管し、円滑化を図った。
にするために企画調整会議を設

（平成19年度の実施状況）置し、学内合意形成の円滑化に 【3】
資する。 学長のリーダーシップのもと、役員組 【3】

織の企画立案機能の強化を図るため、学 Ⅲ 企画立案広報機能を強化するため、学長室を
長室の改組を行う。役員組織と事務部門 企画広報室に改組し、２０年４月に設置するこ
との連結を強化するために、引き続き運 ととした。
営調整会議の充実を図る。また、役員組 １８年度に引き続き、役員と事務部門の情報
織と各学部長、各事務部長との連絡調整 の交換、意見交換及び連結強化のための会議と
を密にするために企画戦略会議の充実を して運営調整会議を、役員と各学部長、各事務
図る。 部長との連絡調整を密にするための会議として

企画戦略会議を定例化して行い、１９年度にお
いては、運営調整会議を２８回、企画戦略会議
を１１回開催し、情報の共有化と意思疎通に積
極的に努めた。

（平成16～18年度の実施状況概略）【4】
各種委員会のさらなる整理再 各種委員会の見直しを行い、１８年４月から 引き続き全学委員会の効率

編を進め、機能的かつ透明性の ２４の全学委員会を１５の委員会に整理再編し 化を図るとともに、各種委員
高い運用に努める。 た。併せて、各委員会が十分に機能を発揮でき 会が十分に調査分析・企画立

Ⅲ るよう広報戦略実施チームやセキュリティ対策 案機能を発揮できるように、
プロジェクトチ－ム、環境作業部会や危機管理 必要に応じてワ－キンググル
ＷＧなどワ－キンググル－プやプロジェクトチ －プや、プロジェクトチーム
－ムを随時設置し、柔軟で機能的な運用を行っ による柔軟で機動的かつ透明
た。 性の高い運用に努める。

また、学内ホームページに各種委員会の議事 また、各職員への情報伝達
録及び会議資料を会議後速やかに掲載し、教職 の的確化・迅速化を推進する
員への情報伝達の的確化・迅速化を図るととも ため、情報ネットワークやメ
に、透明性の高い運用に努めた。 ール等の有効利用を図る。

（平成19年度の実施状況）【4-1】
１７年度の検討を踏まえ、各種委員会 【4-1】

の整理統合を図り、機動的、効率的な全 Ⅲ １８年度に実施した全学委員会の統廃合効果
学の意思決定と運営を行うとともに、引 の検証結果を、１２月１２日開催の教育研究評
き続き全学委員会の効率化を図る。 議会で報告した。

統廃合により、委員の絶対数、所要時間、文
書作成量及びコピー用紙使用数の削減が確認さ
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れた。また、同じ資料は再利用（使い回し）す
ることでコピー用紙の削減を図った。

【4-2】 【4-2】
各種委員会が十分に調査分析・企画立 既設のワーキンググループ及びプロジェクト

案機能を発揮できるように、必要に応じ Ⅲ チームに加え、業務改善検討プロジェクトチー
てワ－キンググループや、プロジェクト ムを新たに設置し 「会議の効率化、運営の効、

、 、 （ ） 、チームによる柔軟で機動的かつ透明性の 率化 資料の削減 会議の整理 統廃合 圧縮
高い運用に努める。 資料の電子化」などを主たるテーマとして業務

フローの作成から問題の把握、改善案策定まで
の手法の学習も含め６回のミーティングを行っ
。 、 。た なお 終取りまとめは２０年４月に行う

【4-3】 【4-3】
各教職員への情報伝達の的確化・迅速 各会議体の議事要録及び資料を会議終了後速

化を推進するため、情報ネットワークや Ⅲ やかに学内用ホームページに掲載するととも
メール等の有効利用を図る。 に、学外向けホームページには法定会議の議題

一覧、全学委員会の主たる審議内容及び実績を
公開することで、学内情報を積極的に内外に発
信した。更に、全教職員へ迅速な周知が必要な

、 、ものについては メールによる一斉送信を行い
積極的な周知に努めた。

（平成16～18年度の実施状況概略）③大学運営に対する学内構成員
学長及び担当理事と学生、保護者、内地留学 学内構成員間において、大の参画・関与を確保するための

生、事務系・技術系職員、大学教員及び附属学 学運営に関する情報交流を促方策
【5】 校園の校(園)長・副校(園)長との懇談会をそれ 進することによって、学内合

、 、学内合意形成の基盤として、 Ⅲ ぞれ開催し、教職員・学生等との情報交流・意 意形成の基礎として 学部間
学部間の円滑な意思疎通、全学 思疎通を図った。 部局間の円滑な意思疎通、全

、 、的視野の共有を図るため、大学 学的視野の共有を図り 更に
運営に関する情報交流を促進す 国立大学法人の教職員として

。 、る。その一環として、学長・担 【5】 の意識の改革に努める また（平成19年度の実施状況）
当理事（副学長）と学生を含む 学内構成員間において、大学運営に関 【5】 学生との直接交流の機会及び
学内構成員との直接交流の機会 する情報交流を促進することによって、 Ⅲ 事務職員新任中堅職員フォローアップ研修及 地域自治会長との懇談会を継
を増加させる。 学内合意形成の基礎として、学部間、部 びマネジメント研修において、大学の現状、各 続して設ける。

局間の円滑な意思疎通、全学的視野の共 業務の内容を説明、紹介するとともに大学職員
有を図り、更に、国立大学法人の教職員 としての意識の改革に努めた。
としての意識の改革に努める。また、学 また、主任研修において、法人職員としての
生との直接交流の機会及び地域自治会長 あり方を端緒とし、コミュニケーションの手法
との懇談会を継続して設ける。 を学ぶとともに、討議演習を行い、職員として

の意識啓発と横断的視野の育成に努めた。
さらに、１８年度に引き続き、１１月１３日

に役員と地域自治会長との懇談会を開催し、意
見交換を行い、地域と大学の積極的な交流を図
った。

その他、１２月１３日には、学長と附属学校
園の校長、園長、副校長及び副園長との懇談会
を開催し、積極的な情報交換を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【6】
教員の大学運営業務に対する １７年度に「大学評価規程 「教員評価指 １９年度に実施した教員評」、

貢献を適切に評価することによ 針 「教員評価実施要領 「教員評価委員会 価について、２１年度の教員」、 」、
って、大学運営への積極的参画 規程」を制定し、１８年度に教員評価の試行を 評価に向けて２０年度に自己
を促すとともに、事務職員の各 Ⅲ 行った。また、１９年度の本実施に向け、全学 点検を行なう。
種委員会への参画を図る。 教員評価委員会において、評価項目・評価基準 また 「大学評価規程」等、

・評価方法等の改善・変更すべき点及び各学部 に基づき教員評価を行い、農
間の調整等を検討した。 学部教員の評価方針、評基準
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さらに、学内委員会の機動的かつ透明性の高 等の検討も継続して行う。
い運用を図るとともに、事務職員の意見を委員 併せて、事務職員の各種委
会審議に反映できるよう、事務職員の各種委員 員会への参画を継続する。
会への参画を図り、機動的な運営を図った。

（平成19年度の実施状況）【6-1】
１８年度に実施した教員評価の試行結 【6-1】

果を踏まえ、教員評価を実施する。 Ⅲ 各教員から学部長に「教員自己評価書」が提
出され、学部教員評価委員会を経て学部長から
「平成１９年度教員評価結果報告書」が学長に
提出された。

【6-2】 【6-2】
職員の大学運営業務への貢献度を引き Ⅲ １８年度に教員評価指針及びその指針に基づ

続き評価対象とするとともに、事務職員 く教員評価実施要領を制定し、組織等が行う教
について、各種委員会への積極的参画を 員評価の対象領域の一つとして、全学委員会や
促進する。 学部委員会などの「学内組織運営」にかかる領

域を設定したことを受け、引き続き人事評価に
反映させた。また、事務職員が委員会に参画す
ることがさらに徹底してきている。

（平成16～18年度の実施状況概略）④透明性の確保及びアカウンタ
１７年度に、広報委員会においてホームペー 本学情報の学内外へ向けたビリティの向上に関する方策

【7】 ジの更新を含めて維持管理体制を見直し、ホー 提供及び共有について、情報
広報体制を強化するととも ムページの改善を行った。 資産管理の視点からその体制

に、迅速な情報公開を進める。 Ⅲ また、１８年度においては、県内３５校の高 を含めて引き続き整備する。
校生を対象に本学ホームページの情報伝達力の 併せて、公式ホームページ
調査を行い、その結果を踏まえてホームページ の充実を図るとともに、大学
の見直し及び更新を行った。 案内UU GUIDE BOOK及び広報

さらに、大学案内 UU GUIDE BOOK及び広報誌 誌UU nowの作成やオ－プンキ
UU nowの作成やオープンキャンパスの実施等 ャンパスに学生が参画するこ

に学生が参画することにより、学生からの視点 とにより、学内外への広報機
も含めた学内外への広報機能の充実を図った。 能の充実を図る。

情報の集積と発信を行うため、情報管理基盤 また、全学セキュリティポ
と情報活用基盤の整備を行った。情報管理基盤 リシーの策定を図る。
の整備では 「大学経営・評価情報システム」、
をプランニングし、プロジェクトを組織し情報
共有・利活用のための情報管理を実現するため
「大学情報基盤構築計画」を策定し「宇都宮大

」 。 、学情報データベース の構築を開始した また
情報資産の安全な利活用を図るため全学的な認
証システムを構築し、対外通信の安全を確保す
るため「国立大学法人宇都宮大学における対外
通信接続に関する基準」を制定し、さらに「国
立大学法人宇都宮大学情報セキュリティ基本方
針」を制定した。

一方、本学の情報化戦略を実現するためＣＩ
Ｏ及びＣＩＯ補佐を設置し、セキュリティマネ
ジメントを確立するためＣＳＯ及びＣＳＯ補佐
を設置し体制を整備した。

ＣＳＯの下では全学のセキュリティポリシー
の策定を見据えてプロジェクトを組織し、総合
メディア基盤センターセキュリティポリシー策
定及びＩＳＯ２７００１認証取得に着手した。

（平成19年度の実施状況）【7-1】
ドキュメントファイル管理システムを 【7-1】

宇都宮大学
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宇都宮大学
もとに、学内における情報の管理を一層 Ⅲ 学内の組織情報（業務情報）保有状況調査を
整備し、情報の機密性、安全性及び可能 行いドキュメントファイル管理システムにおい
性を図るとともに、透明性の確保及びア ての分類・集積に着手した。特に大学評価に対
カウンタビリティに資するための情報の 応する情報の収集・蓄積についてはドキュメン
整理及び提供に努める。 トファイル管理システムを利用し、情報の機密

性、安全性及び可能性を図った。
また、学内職員Ｗｅｂサイトをリニューアル

し学内情報の共有化を図った。

【7-2】 【7-2】
学内外への広報機能を充実させるた Ⅲ 公式ホームページ（英文）の大幅な見直し及

め、公式ホームページの充実を図るとと び更新を行った。また、大学案内UU GUIDE BOOK
もに、学生の広報活動への参画の推進を 及び広報誌UU nowの作成やオ－プンキャンパス
引き続き行う。 に学生が参画することにより、学生からの視点

も含めた学内外への広報機能の充実を図った。
また、高校生向けホームページの充実を図る

ことにし、まず工学部が公開した。

【7-3】 【7-3】
ＣＩＯ及びＣＳＯのもとに、本学の情 Ⅲ １９年１１月に認証機関により、ＩＳＯ２７

報基盤を担う総合メディア基盤センター ００１の認証登録が決定され、総合メディア基
の情報セキュリティーを策定するととも 盤センターの情報セキュリティポリシーの策定

、 。に、ＩＳＯ２７００１の取得に努める。 及び ＩＳＯ２７００１の認証取得が完了した

（平成16～18年度の実施状況概略）⑤点検・評価体制と合理的資源
予算執行に関連し、アウトプット指標を設定 ２０年度も引き続き、学内配分に関する方策

【8】 し、それに対するアウトカム（効果）を取りま 諸活動に関する経費を明確化
学長のもと、点検・評価会議 とめ、決算や学内諸活動における点検・評価等 し、厳正な点検・評価を継続

において、学内諸活動に関する に活用した。 的に実施するため、予算執行
厳正な点検・評価を継続的に実 計画書を作成し学内ＨＰに掲
施する。 載する。

（平成19年度の実施状況）【8】
点検・評価会議において、引き続き合 【8】

理的資源配分の観点で、学内諸活動にお Ⅲ 学内諸活動の自己点検評価が行えるよう、各
ける点検・評価を行い、実施可能なもの 部局の予算執行計画書を策定し、学内教職員向
から順次取り組む。 けＨＰに公表を行い、ＰＤＣＡサイクルが機能

するようにした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【9】
点検・評価結果を各分野の改 １７年度において、全学委員会を見直し、運 全学委員会における会議の

善につなげるため、各分野に関 営の改善に資するため、点検・評価会議におい 効果的運用を図る。
連する委員会各組織において、 て各委員会に点検・評価アンケ－トを実施し
点検・評価結果に基づく改善策 Ⅲ た。また、１８年度から２４の全学委員会を
の検討を進め、実施する。 １５の委員会に整理統合し、機動的、効率的な

全学の意思決定と運営を行った。
さらに、１９年度から防火対策委員会及び防

災対策委員会を廃止し、新たに包括的な危機管
理検討委員会を設置することを確認し、これに
必要な準備を行った。

（平成19年度の実施状況）【9】
全学委員会における会議の効果的運用 【9】

を図る。 Ⅲ １８年度に実施した全学委員会の統廃合効果
の検証結果を、１２月１２日開催の教育研究評
議会で報告し、統廃合により、委員の絶対数、
所要時間、文書作成量及びコピー用紙使用数の
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宇都宮大学
削減を確認した。

また、同じ資料は再利用（使い回し）するこ
とでコピー用紙の削減を図った。

更に、事務連絡協議会において、各会議体に
おける議題の精選と資料の集約を図るよう依頼
した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【10】
点検・評価の結果と社会のニ 社会的ニーズの高いキャリア教育の充実及び ２０年度予算においても、

ーズの的確な把握に基づき、人 産学官連携等を積極的に推進するため、１６年 社会のニーズにマッチした教
、材・予算の重点配分を実行す 度に任期付教員を全学共用定員から２名採用し 育研究に重点配分できるよう
、る。 Ⅲ た。産学官連携では、本学とキヤノン株式会社 若手教員に対する研究助成金

が連携し、光学技術者育成の拠点を構築するた 重点推進研究経費の予算措置
めに、１９年度から本学に設置される「オプテ を行う。
ィクス教育研究センター」の専任教員２名を全 （20年度予算額）
学共用定員枠から採用を決定した。また 「共 ・若手教員に対する研究助成、
通教育センター」の専任教員１名を全学共用定 12,152千円
員枠から採用した。 ・重点推進研究経費

なお、中期計画の実施に必要な予算を重点配 40,000千円
分するとともに、時宜にかなった社会のニーズ
にマッチした教育研究活動に重点配分できるよ
うな経費の確保に努めており、若手教員に対す
る研究助成金、産休明け・育児休業明けの女性
教員等への研究助成、さらに 「教育充実・改、

」 「 」善支援経費 の拡充及び 国内外交流推進経費
やホームページの再構築のための経費等を充実
させた。

（平成19年度の実施状況）【10】
点検・評価の結果と社会のニーズの的 【10】

確な把握に努め、人材・予算の重点配分 Ⅲ 社会的ニーズの高いキャリア教育の充実及び
を引き続き実行する。 産学官連携等の積極的推進に資するため、１６

年度から任期付教員を全学共用定員から２名採
。 、用している 本学とキヤノン株式会社が連携し

光学技術者育成の拠点を構築するために、１９
年度に本学に設置された「オプティクス教育研
究センター」の専任教員１名を全学共用定員枠
から採用した。また、共通教育体制を充実させ
るため「共通教育センター」を設置し、専任教
員１名を全学共用定員枠から採用した。

なお、１９年度予算において若手教員に対す
る研究助成金、重点推進研究経費の配分を行っ
た。

（配分額）
・若手教員に対する研究助成経費

（18年度） （19年度）
9,030千円 → 11,210千円

・重点推進研究経費
31,860千円 → 45,000千円

（平成16～18年度の実施状況概略）⑥学部長を中心とした機動的・
国際学部では、学部長の下に４つの時限ＷＧ 国際学部では、学部長の下戦略的な学部運営に関する具体

を立ち上げ、学部長の補佐体制を強化した。 にＷＧを設置し運営会議と連的方策
【11】 教育学部では、学部長補佐を２名おき、学部 携して学部・研究科運営の機

各学部における教育・研究・ Ⅲ の今後のあり方についての基本方策を集中的に 動性を高め、補佐体制を強化
運営等の基本方針の策定に関わ 審議した。 する。
る教授会の役割に配慮しなが 工学部では、毎月１回のペースで企画戦略会 教育学部では、教育・研究
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ら、学部長補佐体制を強化し、 議を開催し、機動的な学部運営をめざす活動を ・運営等の基本方針に配慮し
学部運営の機動性を高める。 行っている。 ながら学部長補佐体制を強化

農学部では、学部長補佐を５名体制とし、学 し、引き続き学部運営の機動
部長 評議員を加えた企画会議を週一回開催し 性を高める。、 、
事業計画、研究企画等の基本方針を全学の動向 工学部では、学部長、評議
を考慮しながら進めている。 員、学部長補佐で構成する企

画会議を組織し、教育・研究
【11】 ・運営等の基本方針の策定を（平成19年度の実施状況）

各学部における教育・研究・運営等の 【11】 進める。
基本方針の策定に関わる教授会の役割に Ⅲ 国際学部では、国際学部・研究科運営会議と 農学部では、副学部長（評
配慮しながら 学部長補佐体制を強化し ５ＷＧ、教授会、委員会、ＦＤ研究会を連携し 議員兼任）と学部長補佐を継、 、
引き続き学部運営の機動性を高める。 ながら進めている。 続して配置し、農学部の諸課

教育学部では、２名の学部長補佐にそれぞれ 題を協議し学部運営の機動性
特命事項を命じ、学部運営の機動性を高めた。 を高める。また、学部長、副

工学部では、学部及び大学院の教育研究・運 学部長、学部長補佐を加えた
営等に関わる基本方針及び戦略的重要事項等の 企画会議を引き続き組織し、
提案及び検討は、工学部企画戦略会議で行い、 学部の事業計画、研究企画等
次に学科長・専攻長会議で提案・審議・決定 の基本方針を進める。
し、実行に移している。

農学部では、学部長補佐を４名体制とし、教
務委員会、入学試験委員会、広報連携委員会、
研究推進委員長も兼ね、学部長、評議員を加え
た企画会議を週一回開催し、事業計画、研究企
画等の基本方針を全学の動向を考慮しながら進
めている。

（平成16～18年度の実施状況概略）【12】
法人化に向けた組織変革が意 学内予算及び決算の概要を学内ＨＰに公表す 企画戦略会議において大学

図どおりに機能するか、継続的 るとともに、教職員に対して説明会を開催して 全体の課題と将来計画の検討
な点検を実施し、必要に応じて いる また 学内の科研費公募要領説明会時に を継続して行う。。 、 、
再編・改良を行う。 Ⅲ 不正使用の防止及び補助金使用方法の説明を行 事務のチーム制の２０年度

うとともに、公的研究費の管理・監査のガイド の実施方針については、１９
ラインを踏まえた物品の納品検査等を確実に実 年度に実施した自己点検・評
施する体制を整備した。さらに、内部統制の一 価結果及び業務改善コンサル
環として、毎年、重点項目などの監査テーマを ティング結果を踏まえ、総合
定め、会計経理に関する内部監査を実施してい 的に判断した上で決定する。
る。 また、事務の目標管理制に

ついては、１９年度の試行に
【12-1】 係る自己点検・評価及び新た（平成19年度の実施状況）

各学部において組織変革が意図どおり 【12-1】 な人事考課制の評価結果を踏
に機能しているか、引き続き点検を実施 Ⅲ 国際学部では、博士後期課程が設置され、教 まえ、２０年度以降の実施方
する。 育課程全体の組織が完成した。 針を作成する予定である。

教育学部では、学部運営会議及び自己点検評 なお 「研究費等の運営・、
価委員会が中心となって、各委員会の機能につ 管理体制」の整備を踏まえ、
いて継続的に点検した。また、新課程再編につ 不正防止計画推進室との連携
いて組織改革ＷＧが引き続き検討をし 「総合 のもと、引き続き内部統制シ、
人間形成課程 （仮称）構想案を策定した。 ステムの構築を推進する。」

工学部では、大学院部局化の概算要求（組織 国際学部では、教育、研究、
整備要求）の申請が承認され、２０年４月より 地域貢献を強化する多文化公
新組織が機能するよう 「工学部・工学研究科 共圏センターを２０年４月１、
教育研究組織内規」等の新組織の規程の整備を 日に設立させることとしてい
進めるとともに、教育体制に関しても履修規程 る。
・履修案内・博士学資授与実施手順等の改訂を 工学部では、２０年度より
行っている。 大学院が部局化され、大幅に組

農学部では、企画会議において、継続して学 織が改編されるが、新組織にお
部全体の課題を検討している。 いて各組織単位が有効に機能

し、教育研究活動が活発に進む

宇都宮大学
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【12-2】 【12-2】 体制となるよう、組織の各単位

事務のチーム制、事務の目標管理制並 Ⅲ 事務のチーム制については、１８年度末に行 について調整を進める。
びに新たな人事考課制について、改善・ った自己点検・評価結果を踏まえ、１９年度は
改良を図る。また経理面においては引き 各課の業務の内容と性格に配慮した柔軟で機動
続き内部統制システムの構築を推進す 的な新たなチーム制に改め、試行を継続した。
る。 また、事務の目標管理制については、１９年

度は勤務評価から切り離し、業務の推進・改善
に資するものとして目標を別途設定することと
した。３月に各課等において自己点検・評価を

、 。実施し ２０年４月に評価結果を取りまとめる
、 、さらに 事務職員等の新たな勤務評価として

目標管理制と人事考課制の相互関係を明らかに
し、これまでの部下評価のほか、被評価者によ
る自己評価、同僚評価、上司評価を行い、処遇
等へ反映すべく３６０度評価を目指した勤務評
価を試行した。今後、ＰＤＳサイクルにより、
更に改善を図ることとした。

また 「研究機関における公的研究費の管理、
・監査のガイドライン（実施基準 」に準拠し）
た研究費等の管理・監査体制を整備した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

○ 本学の基本的な目標を達成するにふさわしい教育研究組織の在り方を継続的に見直す。中
○ センター等を中心に組織の見直しを進め、学部・研究科の教育研究の推進の観点及び広く社会との連携を重視し、本学の特色あるセンターの整備充実を順次計期

画的に進める。目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況中期計画 平成19年度計画

中 年中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）２ 教育研究組織の見直しに関
学長のリーダーシップのもとに、役員と各学 学長のリーダーシップのもする目標を達成するための措

部長等との連絡調整を密にしながら、教育研究 とに、役員と各学部長等との置
【13】 組織の見直しを行った。具体的には、地域共同 連絡調整を密にしながら、企

学長のリーダーシップのもと Ⅲ 研究センターと機器分析センター及びＶＢＬを 画戦略会議において教育研究
に、役員と各学部長等との連絡 まとめ、地域共生研究開発センターの設置、野 組織の見直しを進める。
調整を密にしながら、教育研究 生植物科学研究センターの拡充改組、産学官連
組織の見直しを進める。 携・知的財産本部、キャリア教育・就職支援セ

ンターなどを設置し、また、オプティクス教育
研究センター及び共通教育センターの１９年４
月設置に向け所要の作業を完了した。

（平成19年度の実施状況）【13】
学長のリーダーシップのもとに、役員 【13】

と各学部長等との連絡調整を密にしなが Ⅲ 社会や学生のニーズに対応した教育研究組織
ら、企画戦略会議において教育研究組織 を機動的に構築するため、役員と各学部長等か
の見直しを進める。 らなる企画戦略会議において検討を重ね、１９

年４月に共通教育の改善と実施推進を担う共通
教育センターを立ち上げた。また、民間企業の
協力を得て光学の科学や技術に関わる高度技術
者及び研究者の育成、先端的研究領域の創成等
を進め、わが国のみならず世界の 先端を行く
教育研究拠点を確立すべくオプティクス教育研
究センターを設置した。

２０年３月２５日には、遺伝子実験施設と放
射性同位元素実験室、動物実験室，環境調節実
験棟を再編統合し、バイオサイエンス教育研究
センターとして設置した。

また、２０年４月設置に向け、工学研究科で
は、博士前期課程及び博士後期課程の改組、大
学院の部局化を図るべく所要の準備を完了し、
更に国際学部においては多文化公共圏センター
設置に向け所要の準備を完了した

（平成16～18年度の実施状況概略）【14】
本学をとりまく社会環境並び 国際学部では、国際学研究科博士後期課程国 工学部では、部局化のメリ

に時代の要請に配慮しながら、 際学研究専攻の設置が１８年１１月３０日に設 ットを生かして、社会環境並び
教育、研究及び社会貢献に関す 置審で認められた。 に時代の要請に配慮した教育研
る本学の基本的な目標を達成す Ⅲ 教育学部では、学長直属「教育学部改革検討 究組織の実現について検討す
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るにふさわしい教育研究組織の ＰＴ を発足させ 組織改革について検討した る。」 、 。
在り方を継続的に見直し、必要 工学部・工学研究科では、大学院部局化構想
に応じて柔軟に編成する。 について検討を行ない１９年４月に文部科学省

との事前相談を行うこととした。
また 「４大学大学院教育連絡協議会」の中、

の先導的ＩＴ人材育成拠点形成ＷＧにおいて、
２０年度概算要求事項とした。

（平成19年度の実施状況）
【14-1】 【14-1】

本学をとりまく社会環境並びに時代の Ⅲ 国際学部では、博士課程の設置及び多文化公
要請に配慮しながら、人的資源の有効な 共圏センターの設立に向けた準備がなされた。
活用と教育、研究及び社会貢献の一層の 工学部では、地域共生研究開発センター、Ｖ
充実を図るため、学部・研究科を越える ＢＬ等は、地域との連携を図りながら、先端的
研究組織と教育組織のあり方を引き続き 研究と地域貢献を目指して活動中である。
検討する。 なお、オプティクスに関する人材育成と研

究における我が国の中心となる拠点化を目指し
て立ち上げたオプティクス教育研究センターを
中心に、グローバルＣＯＥを目指した活動の展
開を行った。

【14-2】 【14-2】
本学の教育・研究上の特徴を出しなが Ⅳ 国際学部では、国際学研究科博士後期課程国

ら、且つ社会の要請に応えるため、国際 際学研究専攻が４月１日からスタートした。工
学研究科、教育学研究科、工学研究科及 学部では、２０年度より大学院が部局化され、
び農学研究科の再編を含め新専攻又は新 大幅に組織が改編されるため、新組織において
研究科の設置の可能性を引き続き検討す 各組織が有効に機能し、教育研究活動が活発に
る。 進む体制となるよう、工学部・工学研究科内規

等の作成・修正を終了した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【15】
高等教育及び生涯教育の基本 キャリア教育・就職支援センターは、キャリ 「公開講座改革検討ＷＧ」

的な課題について研究し、その ア教育と進路・就職支援を一層強化する目的で の検討結果を提言としてまと
研究成果を踏まえて、具体的な １９年１月に設立された。また、共通教育セン め、それを２０年度以降の公
諸施策を企画・運営する上で、 Ⅲ ターを１９年４月に設置することが役員会で承 開講座改革・センター整備に
指導的役割を果たすための組織 認された。なお、生涯学習教育研究センターの 反映させる。
として、生涯学習教育研究セン 整備改組については、１９年度に引き続き検討
ターを整備改組して、総合教育 することとした。
研究開発センター（仮称）を設

（平成19年度の実施状況）置する。 【15】
生涯教育および地域社会の再構築など 【15】

の基本的課題について研究し、具体的な Ⅲ １７年度に策定した大学教育開発センター構
諸施策を企画、運営する上で指導的役割 想においては 「①大学教育企画マネージメン、

（ 、 、 ）、を果たす組織として、生涯学習教育研究 ト部門 共通教育 キャリア教育 専門教育
センターの整備改組について検討する。 ②教育開発・評価（ＦＤ）部門、地域教育開発

支援部門」から成るセンター設置を予定してい
たが、１９年１月には、キャリア教育就職支援
センターを設置し、また、１９年４月には共通
教育センターを単独で設置したため、生涯学習
教育研究センターの整備改組は単独で検討する
ことにした。

９月の教務委員会において、公開講座の充実
を図るために「公開講座改革検討ＷＧ」を設置
した。１０月以降計３回の会議を開催し検討し
た結果を、２０年度以降の公開講座改革・セン
ター整備に反映させることとした。

宇都宮大学
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（平成16～18年度の実施状況概略）【16】

本学における情報基盤の整備 １８年７月１日付けで 「総合情報処理セン 学内の学術情報等の収集・、
・運営と情報基盤技術研究の高 ター」を「総合メディア基盤センター」に改組 蓄積・流通を高度化するため
度化を図り、全学情報処理教育 した。現在、学内の学術情報の収集・蓄積・流 に、附属図書館と総合メディ
・研修において指導的役割を果 Ⅲ 通を高度化するために、附属図書館と連携した ア基盤センターが連携した学
たし、地域の情報基盤拠点とし 学術情報メディア機構（仮称）設置に向けた検 術情報メディア機構（仮称）
ての機能を担うために、総合情 討を進めた。 の設置に向け、引き続き検討
報処理センターを整備改組し １８年１０月に附属図書館と総合メディア基 する。
て、総合情報メディア基盤セン 盤センターと連携して学術情報リポジトリＷＧ また、２０年４月に宇都宮
ター 仮称 を設置する また を設置した １１月に先行大学である千葉大学 大学学術情報リポジトリを公（ ） 。 、 。 、
学内の学術情報の収集・蓄積・ 広島大学及び岡山大学に出張し、情報収集を行 開する予定である。
流通を高度化するために、本学 った。先行大学での情報収集を基に、学術情報
附属図書館と総合情報メディア リポジトリの構築に向け、外部資金を獲得する
基盤センター（仮称）が連携し ため、国立情報学研究所の「次世代学術コンテ
た学術情報メディア運営機構 ンツ基盤共同構築事業」に応募する準備を行っ
（仮称）を設置する。 た。

（平成19年度の実施状況）【16-1】
学内の学術情報等の収集・蓄積・流通 【16-1】

を高度化するために、附属図書館と総合 Ⅲ １９年１２月３日開催の情報委員会で審議し
メディア基盤センターが連携した学術情 た結果、当面、附属図書館及び総合メディア基
報メディア機構（仮称）の設置に向け、 盤センターともに実質的な連携を着実に積み重
引き続き検討する。 ねていくことを優先し、学術情報メディア機構

（仮称）の設置については、引き続き検討する
こととした。

【16-2】 【16-2】
附属図書館と総合メディア基盤センタ 国立情報学研究所が公募した「平成１９年度

ーの連携のもとに、学内にある教育研究 Ⅲ 次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業委託事
成果物を収集・蓄積し、インターネット 業」に応募し、採択された。１０月にその費用
上で学内外に発信するため、機関リポジ でリポジトリ用サーバ及びDSpaceソフトを導入
トリの構築を図る。 した。１２月に開催した情報委員会、企画戦略

会議及び教育研究評議会で宇都宮大学学術情報
リポジトリ構築の趣旨及びコンテンツ掲載につ
いて、協力依頼した。さらに各学部教授会に出
向いて利用説明を行った。登録済み論文数は約
６００タイトルである。

（平成16～18年度の実施状況概略）【17】
本学の国際交流活動において 国際交流業務は、新たに設置した社会連携推 引き続き留学生センターの

３つの柱になる、学生の国際交 進機構の下にある国際交流推進本部と学術国際 機能を充実し、留学生教育を
流、教育研究の国際交流及び国 委員会が行い、留学生センターは、本来の任務 一層強化・推進する。
際協力プロジェクトへの参画を Ⅲ を全うするための見直しについて検討した。
総合的かつ効果的に推進するた
めに、留学生センターを整備改
組して、国際交流センター（仮

（平成19年度の実施状況）称）の設置に努める。 【17-1】
留学生センターの機能を充実し、留学 【17-1】

生教育を一層強化・推進する。 Ⅲ 「新たな留学生センターの任務及び体制につ
いて」を取り纏め１２月の教育研究評議会に報
告した。また、留学生センターでは、中級日本
語短期留学プログラムの２０年度実施を決定
、 、 。し その授業科目 時間割等について検討した

【17-2】 【17-2】
国際交流事業を一層推進するために国 Ⅲ 企画戦略会議及び教育研究評議会の議を経

際交流推進本部の設置を検討する。 て、５月１６日付けで国際交流推進本部を設置
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した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【18】
２１世紀のバイオテクノロジ 遺伝子実験施設及び農学部において、それぞ ［２０年度］

ーを担う人材を育成し、遺伝子 れの委員会で検討を重ね、バイオサイエンス教 バイオサイエンス教育研究
資源の標本の収集、遺伝子関連 育研究センター（仮称）の設置に向け具体的な センターにおいては、バイオ
の研究及び啓蒙活動を一層推進 Ⅲ 原案を作成した。 サイエンスの先端的研究、バ
するために、遺伝子実験施設、 イオテクノロジーの啓発及び
RI実験室、動物実験室及び環境 人材育成を推進する。
調節実験棟をバイオサイエンス
教育研究センター（仮称）とし ［２１年度］
て統合・整備する。 【18】 ２０年度計画を継続して推（平成19年度の実施状況）

遺伝子実験施設は、より一層地域に貢 【18】 進する。
献する体制へと充実させるために、バイ Ⅲ 遺伝子実験施設は、より一層地域に貢献する また、統合・整備に伴う課
オサイエンス教育研究センター（仮称） 体制を充実させるため、ＲＩ実験室、動物実験 題について検討する。
として統合する。 室、環境調節実験棟を統合し、バイオサイエン

ス教育研究センターを３月２５日に設置した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【19】
産学官共同研究開発の一層の 産学官共同研究開発の一層の推進、地域連携 特になし。

推進、地域連携の強化、起業化 の強化、起業化促進、ベンチャーマインドをも
促進、ベンチャーマインドをも った人材の育成、知的財産の創出と確保及び管
った人材の育成、知的財産の創 Ⅳ 理運営の強化等を図るために、１６年４月に機
出と確保及び管理運営の強化等 器分析センター、ベンチャー・ビジネス・ラボ
を図るために、機器分析センタ ラトリーと地域共同研究センターを統合して地
ー、ベンチャー・ビジネス・ラ 域共生研究開発センターに改組した。さらに、
ボラトリーと地域共同研究セン １８年４月に「産学官連携・知的財産本部」を
ターを統合して地域創造開発研 設置し、産学官共同研究開発の一層の推進、地
究センター（仮称）として再編 域との連携を強化するとともに、本学の研究成
する。 果の起業化を促進、ベンチャーマインドをもっ

た人材の育成、知的財産の創出と確保及び管理
運営の強化等を図った。

（平成19年度の実施状況）【19】
Ⅳ 「産学官連携・知的財産本部」の機能を強化１８年度に実施済みのため、１９年度

するため、産学地域連携課の分室を陽東キャン計画なし（中期計画達成済み）
パスの地域共生研究開発センター、知的財産セ
ンターの建物内に設置（4月）し、担当職員を
常駐させることで強化を図った。

また、知財専任職員を採用し、本部機能の強
化を図るとともに、先行特許サーチ補助など教
員の知財活動支援を開始した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【20】
社会や時代の新しい要請に応 社会や時代の新しい要請に応えるため、１８ ［２０年度］

えられるように、野生植物科学 年６月に「野生植物科学研究センター」を「雑 雑草科学研究センターの組
研究センターの研究組織と機能 草科学研究センター」に改組し、研究部を植生 織改組の主旨に基づき、我国
の充実を図る。 Ⅲ マネジメント部門、植物応答解析部門、情報解 における雑草科学研究の拠点

析部門として機能の充実を図った。 形成の一環として、研究基盤
、 、整備 および社会貢献に努め

。特徴ある研究を更に推進する
（平成19年度の実施状況）【20】

昨年度実施した雑草科学研究センター 【20】
への組織改組の主旨に基づき、我国にお Ⅲ 我が国における雑草科学研究の拠点形成の一
ける雑草科学研究の拠点形成の一環とし 環として、透明性ある組織管理運営、社会貢献
て、組織管理運営の透明性、研究基盤整 の拡大を推進するため、教員補充及びポストド
備、および社会貢献に努め、特徴ある研 クター採用に努め、３名を採用した。教員補充
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究を更に推進する。 については次年度以降に持ち越した。

なお、ポストドクターについては成果発表会
を公開で開催した。また、４月の学会開催に向
けて準備を進めている。

（平成16～18年度の実施状況概略）【21】
農学研究科における博士課程 連合農学研究科の３大学連携ワーキンググル 農学研究科における博士課

は、計画期間中も引き続き東京 ープを立ち上げ「教育・研究における３大学の 程の将来計画について引き続
農工大学大学院連合農学研究科 共同戦略」の提案とその実行のための検討を行 き検討する。また、連携の具
を構成するが、その後の将来計 Ⅲ った。また、３専攻から５専攻に改組を行い、 体的な事業についても引き続
画については、計画期間中に検 専攻の教育目的の明確化を図った。各新大講座 き検討する。
討する。 ではセミナーを開催し、教員及び学生が一同に

会して、学生の中間発表等を行い、三大学によ
る指導体制を強化している。

（平成19年度の実施状況）【21】
農学研究科（博士課程）は、東京農工 【21】

大学大学院連合農学研究科を維持し、高 Ⅲ 課程制へ移行し、教育プログラム及び研究指
度専門職業人や研究者の育成を行う。新 導の実施により、体系的なカリキュラムのもと
時代の大学院教育として多様な講義を受 で、高度な専門的知見を有する研究者・技術者
けることのできる課程制に移行するとと を養成している。また、３専攻から５専攻に改
もに３専攻から５専攻に改組し、単位制 組し、単位制により教育プログラムに基づく研
を導入する。三大学連携等の質的発展、 究指導を計画的、段階的に進めている。
向上に資する具体策は引き続き検討す なお、３大学連携ワーキンググループから答
る。 申のあった連携の具体的な事業は引き続き検討

中である。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

① 戦略的な人的資源の活用に関する基本方針中
・全学的視点に立った人事の運用を目指す。期

② 人事評価のシステムの整備・活用に関する基本方針目
・教員の選考の基本指針、個人評価指針に基づき、適切な人的資源の活用を図る。標

③ 柔軟で多様な人事制度の構築に関する基本方針
・非公務員型の自由度を生かした柔軟な人事システムを構築し、多様な業務に即応できる効率的・効果的な人材配置を行う。

④ 事務職員等の採用・養成に関する基本方針
・事務職員等については、広く多様な人材を確保し、職種に応じた適切な研修を行い、適正な配置に努める。

⑤ 総人件費改革の実行計画に関する基本方針
・ 行政改革の重要方針 （平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。「 」

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況中期計画 平成19年度計画

中 年中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）３ 教職員の人事の適正化に関
学長のもとに人件費の管理・活用等の基本的 任用計画に基づき，平成２０する目標を達成するための措

事項を検討するため、人件費管理に関する検討 年度は対１７年度人件費△３置
会を設置し、中期計画期間中の人件費見込額を ％、平成２１年度は対１７年①戦略的な人的資源の活用に関

。する具体的方策 Ⅲ 算出した。 度人件費△４％を目標とする
【22】 教員の人事管理については、企画戦略会議に

学長のもとに人事に関する検 おいて、社会のニーズや大学改革を戦略的に進
討組織を設置し、人員及び人件 めるため必要な定員を確保し、重点配分するた
費を中長期的に管理する方針を め、全学共用定員を２１年度までの間に拠出す
検討する。 ることを決定した。

また、総人件費改革への対応に必要な今次中
期計画期間中の人件費削減計画について、基本
計画を定め、全学の削減計画をとりまとめた。

（平成19年度の実施状況）【22】
総人件費改革に基づき本学で設定した 【22】

人員及び人件費削減に係る具体的年度計 Ⅲ 総人件費改革に基づき、今次中期計画期間中
画を着実に実施する。 における本学の人員及び人件費削減計画に沿っ

て、１９年度分を計画どおり着実に実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【23】
教員人事を円滑で適正に進め 人事調整会議において、これまでの教員人事 １９年度に実施した教員評

るため、人事調整会議を置き、 の基本的な方針に加え 教員に関する任用計画 価について、２１年度の教員、 、
任用計画、採用、昇任、人事評 採用、昇任について 「教員選考の基本指針」 評価に向けて２０年度に自己、
価の基本方針について検討を進 Ⅲ を策定した。 点検を行なう。
める。 １９年４月からの教員の新職階制度に関する

確認並びに関係規程等を整備し、一元的に人的
資源の活用方策等を検討・整備した。

さらに、教員人事評価については、１８年４
月１日に、教員評価指針及びその指針に基づく
教員評価実施要領を制定・実施した。

（平成19年度の実施状況）【23】
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人事調整会議において、教員に関する 【23】

任用計画、選考の基本指針に則った適正 Ⅲ １８年度に策定した「教員選考の基本方針」
な教員人事を引き続き実行する。 に則り、人事調整会議において、教員に関する

任用計画等を引き続き適正に実行した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【24】
教育研究面における個性化を 国際学部では、留学生センター教員との共同 農学部では、那須烏山市、

推進するために、教育研究プロ で学内重点プロジェクト「外国籍の子供たちの 茂木町等の協力を得て里山の
ジェクトごとに適切な教員を配 教育生活環境をめぐる問題」を推進し、研究成 調査研究を行う。また、新規
置し、組織の柔軟性及び教員の Ⅲ 果を学外公開シンポジウムで報告するととも 講座を開講し地元高校生にも
流動性を高める。 に、県内外の関連団体とのネットワークづくり 開放し、里山への理解促進を

を行った。 進める。
教育学部では、学部の改革について、学部横

断的な教育研究プロジェクトである「教育学部
改革構想プロジェクトチ－ム」を設置し検討し
た。

（平成19年度の実施状況）【24】
本学をとりまく社会環境並びに時代の 【24】

要請に配慮しながら、人的資源の有効な Ⅲ 国際学部では、宇都宮大学重点推進研究の研
、 、 、活用と教育、研究及び社会貢献の一層の 究として 教育学部教員 留学生センター教員

充実を図るため、学部・研究科を越える 県内拠点校の外国人子弟教育の参加を実現し
研究組織と教育組織のあり方を引き続き た。また、同窓会の寄付により、新たにポルト
検討する。 ガル語の授業を開設したほか、企業の支援によ

り元ネパール大使に授業の担当を依頼し実施し
た。

農学部では、学部横断的な教育研究プロジェ
クトである「那珂川流域圏里山科学研究プロジ
ェクト」を発足し、国際連合大学高等研究所と
「里山」に関する学術交流協定を結んだ。

（平成16～18年度の実施状況概略）②人事評価システムの整備・活
１７年度に「大学評価規程 「教員評価規 １９年度に実施した教員評用に関する具体的方策 」、

【25】 程 「教員評価実施要領 「教員評価委員会 価について、２１年度の教員」、 」、
教員の評価指針・実施規則等 規程」を制定し、１８年度に教員評価の試行を 評価に向けて２０年度に自己

を整備し、教員の評価を職種に Ⅲ 行った。また、１９年度の本実施に向け、全学 点検を行なう。
応じて一定の年限ごとに行う評 教員評価委員会において、評価項目・評価基準
価システムを確立して教育研究 ・評価方法等の改善・変更すべき点及び各学部
の質の改善と活性化に努める。 間の調整等を検討した。

（平成19年度の実施状況）【25】
１８年度に実施した教員評価の試行結 【25】

果を踏まえ、教員評価を実施する。 Ⅲ 各教員から学部長に「教員自己評価書」が提
出され、学部教員評価委員会を経て学部長から
「平成１９年度教員評価結果報告書」が学長に
提出された。

（平成16～18年度の実施状況概略）【26】
教員の教育研究及び運営等の 教員評価指針及びその指針に基づく教員評価 教員評価の試行結果を踏ま

活動業績が昇任等の処遇に適切 実施要領を制定し、対象領域として「教育 、 え、教員の人事評価の基本方」
に反映する人事評価制度を計画 「研究 「組織運営 「社会貢献」の４領域 針を策定する。その基本方針」、 」、
期間内に構築し、実施する。 Ⅲ を設定した。 に則った教員の教育研究等の

１８年度には、教員評価にかかる他大学の情 実績が処遇に適切に反映する
報を収集し、人事調整会議において、教員の人 仕組みを検討する。
事評価のあり方（基本方針）を検討するため、
試行評価の終了時（１９年５月）において、再
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検討し、教員の処遇に適切に反映する人事評価
の仕組みについての検討を開始することとし
た。

（平成19年度の実施状況）【26】
人事調整会議において、教員評価の試 【26】

行結果を踏まえ、教員の人事評価の基本 Ⅲ 人事調整会議において、教員評価の試行結果
方針を策定する。また、企画戦略会議に に基づき、教員の教育研究等の成果が処遇等に
おいて、その基本方針に則り、教員の教 適切に反映する仕組みを含めて、教員の人事評
育研究等の成果が処遇に適切に反映する 価に関する基本方針について検討を行った。
仕組みの検討に着手する。

（平成16～18年度の実施状況概略）【27】
職員の適切な個人評価システ 職員評価については、民間手法も参考にし、 事務職員等の勤務評価につ

ムを検討し、資質や実績に応じ 職員からの意見等を十分反映しつつ、本学独自 いて、引き続き改善を図る。
た効果的な配置に努める。 の事務職員等勤務評価規程及び平成１８年度実

Ⅲ 施要領を制定した。また、新評価制度への移行
に先立ち、課長補佐相当職以上を対象とした評
価者研修会を実施した。

１８年６月に、事務職員等勤務評価規程を制
、 、定し ７月から６月間を試行期間として実施し

「人事制度改革に関する事務タスクフォース」
１８年９月設置 において 勤務評価制度 特（ ） 、 （

に目標管理制度について）の中間レビュー（一
部部署）を１０月に実施し、その結果を踏まえ
た評価制度の改善点等を同年１２月に報告案を
とりまとめた。試行勤務評価を１９年１月に実
施し、その結果を踏まえ、タスクフォースの
終報告書をとりまとめ、１９年度においては更
に改良した試行勤務評価制度を実施することと
した。

（平成19年度の実施状況）【27】
事務職員等の新たな勤務評価制度を引 【27】

き続き実施し、その評価結果を判断材料 Ⅲ 事務職員等の新たな勤務評価として、目標管
のひとつとして、昇給等の処遇に反映さ 理制と人事考課制の相互関係を明らかにし、こ
せる。また、より適切な勤務評価制度と れまでの部下評価のほか、被評価者による自己
なるよう、評価終了時においてレビュー 評価、同僚評価、上司評価を行い、処遇等へ反
を実施するなど、ＰＤＳサイクルを確保 映すべく３６０度評価を目指した勤務評価を試
し、不断の改善を図る。 行した。今後、ＰＤＳサイクルにより、更に改

善を図ることとした。

（平成16～18年度の実施状況概略）③柔軟で多様な人事制度の構築
各部署における業務の繁閑状況に関する情報 柔軟で多様な人事制度につに関する具体的方策

【28】 を収集するとともに、教員も含めた労働時間等 いて、引き続き実施する。
教職員の変形労働制、裁量労 に関するアンケート調査を１８年９月に実施

働制等を検討する委員会を設置 Ⅲ し、大学入試センター試験実施時期より 教員、
し 実施状況等を点検・評価し を除く全ての職員において、１ヶ月間を基本と、 、
必要に応じて見直す。 した変形労働制を導入した。

また、多様な資金により必要な人材を確保す
るため、外部資金等により措置された特定のプ
ロジェクト等において教育研究に従事する者を
「特任教員」として雇用する制度を導入したこ
とに伴い、柔軟で多様な人事制度として、１９
年４月１日からは、事務職員及び技術職員につ
いても同様の目的から特任制度を導入すること
とした。

宇都宮大学
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（平成19年度の実施状況）【28】
１８年度に導入した特任教員制度に加 【28】

え、特任事務・技術職員制度を設け、多 Ⅲ １８年度に導入した特任教員制度に加え、平
様な資金により必要な人材を確保する。 成１９年度から特任事務・技術職員制度を設
また、事務職員等について、業務の繁閑 け、多様な資金により必要な人材を確保するた
等に応じた弾力的な労働時間制を必要に め、オプティクス教育研究センターに特任事務
応じて導入する。 職員１名を採用した。また、これまで大学入試

センター試験業務において変形労働時間制を導
入していたが、課外活動担当教員について労働
時間を弾力的に運用できるように変形労働時間
制を導入した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【29】
社会の第一線で活躍している 社会の第一線で活躍している人材を積極的に 社会の第一線で活躍してい

人材及び大学教職員の退職者を 活用するため、野村證券株式会社、オフィスＹ る人材及び大学教職員の退職
教育研究及び社会貢献等に活用 ＆Ｋ、春秋ビジネス株式会社、ラポールグルー 者を教育研究及び社会貢献等
できる柔軟な人材登用制度を新 Ⅲ プとの業務委託契約により、冠講座としての授 にさらに活用する。
たに構築し、社会の人材を積極 業（科目名：資本市場の役割と証券投資、自己 また、新たな授業科目「実
的に活用する。 実現論等１２科目）を開講した。また、報酬を 践・宇都宮のまちづくり」を

受けないで教育研究活動等を行うための宇都宮 開設する。
大学支援人材バンク登録者（１２名）のうち３
名を非常勤講師として任用した。

（平成19年度の実施状況）【29】
社会の第一線で活躍している人材及び 【29】

大学教職員の退職者を教育研究及び社会 Ⅲ 本学を退職した教職員が、報酬を受けないで
貢献等に引き続き活用する。 教育研究活動等を行うための宇都宮大学支援人

材バンクに２４名が登録し、６名を非常勤講師
として任用したほか、引き続き学外者等の協力
を得て、１１授業科目を開設した。

また、より一層の充実に向けて、新たな授業
科目「実践・宇都宮のまちづくり」を宇都宮市
の協力を得て準備・検討を行い、２０年度に開
講することとした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【30】
産学官連携の推進や地域社会 １６年度に教職員を構成員とする利益相反ポ １８年度に取りまとめた兼

への貢献等に資する観点から、 リシー検討ワーキンググループにおいて、兼業 職に係る取扱について、引き
規程等を整備し、大学運営に支 実績調査を行い、その結果、土・日、祝祭日及 続き適正に運用されているか
障のない範囲において、教職員 Ⅲ び勤務時間外は兼業時間の上限（１２０時間） 確認し、制度の定着を図る。
の兼職を広く認める。 に算入しないことを明確に規定化したほか、非

常勤講師従事時間数の減少を図った。
１８年度には、本学における兼業の実態把握

の結果及び他大学の情報、並びに１７年度に取
り決めた兼業制限時間数（１２０時間）等の取
り扱いを再度整理し、引き続き役員連絡会等に
おいて、所要の見直しを行った。

（平成19年度の実施状況）【30】
１８年度に取りまとめた兼職に係る取 【30】

扱について、適正に運用されているかフ Ⅲ 人事調整会議において、本学における兼業の
ォローアップを行い 制度の定着を図る 実態把握の結果及び兼業制限時間数（１２０時、 。

間）等の取り扱いに基づき、兼業・兼職につい
て検討を行い、さらに所要の見直しを図ること
とした。
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（平成16～18年度の実施状況概略）【31】
教員選考の基本指針及び教員 人事調整会議で、教員の選考は公募による採 特になし。

の選考基準の規程に基づき、教 用を基本原則とし、全学的視点で検討及び手続
員選考に関しては、原則公募制 きの確認を実施しており、１６年度は１３名、
を一層推進する。 １７年度は８名の教員を公募により採用した。

（平成19年度の実施状況）【31】
１８年度に実施済みのため、１９年度

計画なし（中期計画達成済み）

（平成16～18年度の実施状況概略）【32】
教員の資質向上及び教育研究 教員の資質向上及び教育研究活動の活性化、 教員の資質向上及び教育研

の活性化を目的として、任期制 大学改革等への対応に必要となる戦略的な人材 究の活性化に引き続き努める
及び有期労働契約制度の効果的 を活用するため、任期法に基づく教員５人、新 とともに、大学改革など戦略
な活用を図る。 Ⅲ 労基法に基づく有期労働契約１５人採用した。 的な人的資源の一層の活用を

新たに策定した「教員選考の基本方針」に基 目的とした任期制及び有期労
づき、人事調整会議において、引き続き弾力的 働契約制度の効果的な活用を
な雇用方式による活性化に努めることとした。 図る。

（平成19年度の実施状況）【32】
教員の新職階制度の導入に伴い、教員 【32】

の資質向上及び教育研究の活性化に努め Ⅲ 人事調整会議において、昨年度策定した「教
るとともに、大学改革など戦略的な人的 員選考の基本方針」に基づき、教員の資質向上
資源の一層の活用を目的とした任期制及 及び教育研究活動の活性化、大学改革等への対
び有期労働契約制度の効果的な活用を引 応に必要となる戦略的な人材を活用するため、
き続き図る。 任期法に基づく教員、労基法に基づく有期労働

契約を採用し、引き続き弾力的な雇用方式によ
る活性化に努めることとしている。

（平成16～18年度の実施状況概略）【33】
男女共同参画社会基本法に配 男女共同参画社会基本法に配慮し、セクシュ 平成１８年度に学内に誘致

慮して職場環境を整備し、計画 アルハラスメント、パワーハラスメント等の防 した保育園と連携を深め、有
期間中に女性教員の増加に努め 止対策において、パンフレット作成、相談体制 効活用するとともに、男女共

、る。 Ⅲ の充実を図り、職場環境の充実に努めた。職場 同参画社会基本法に配慮して
と家庭の両立支援の観点から 「宇都宮大学次 教職員が産休や育児休業等を、
世代育成支援行動計画」を策定し、その目標の 取得しやすくするための職場

。一つとして「ノー残業デー」を週１回以上実施 環境の保持に引き続き努める
した。

また、学内に保育園を誘致し、子育てと就業
が両立しやすい環境作りを行い、男女共同参画
社会の実質化に努めたほか、教職員が産休や育
児休業等を取得しやすい職場環境を更に充実さ
せるために、教員を含めた労働時間等に関する
アンケート調査を１８年９月に実施し、柔軟化
の促進に努めた。

また、１８年１１月に学内に誘致し開園した
社会福祉法人峰陽会が設置する「宇都宮大学ま
なびの森保育園」には、本学教職員及び留学生
の子女が通園している。

（平成19年度の実施状況）【33】
１８年度に学内に誘致した保育園を有 【33】

効活用するとともに、男女共同参画社会 Ⅲ １８年度に学内に誘致し開園した社会福祉法
基本法に配慮して、教職員が産休や育児 人峰陽会「宇都宮大学まなびの森保育園」に本
休業等を取得しやすくするための職場環 学の教職員及び留学生の子女が通園している
境の保持に引き続き努める。 が、今後さらに連携を深めるために、包括的な

協定を結ぶこととした。

宇都宮大学
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また、男女共同参画社会基本法に配慮し、特

に、教職員が産休や育児休業等を取得しやすい
職場環境の充実に努めるため、産休や育児休業
等を取得した職員の代替を置き、取得しやすい
環境を確保した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【34】
すぐれた教員を確保するため 外国からも応募しやすい環境を整えるため、 書面、ホームページによる

に、外国からも応募しやすい環 本学英文ホームページに公募要領を掲載した。 公募の他、ウェブサイトへの
境を整え、外国への公募を強化 また、教育研究面での国際化に対応した外国人 研究者データベースの掲載を
し、教育研究面での国際化に対 Ⅲ 教員の採用に努めるため、人事調整会議におい 引き続き行う。
応した外国人教員の増加に努め て、これまでの教員人事の方針に加え 「教員、
る。 選考の基本指針」を策定した。

（平成19年度の実施状況）【34】
教員の新職階制度の導入に伴い、教員 【34】

選考の基本指針に則り 国内外を問わず Ⅲ １８年度に策定した「教員選考の基本方針」、 、
優れた教員の採用に引き続き努める。 に則り、教育研究面での国際化に対応した外国

人教員の増加を図るため、国内外を問わず、外
国からも応募しやすい環境を整え、本学英文ホ
ームページに公募要領を掲載し、国際学部にお
いて１名の外国人の教員を採用した。

（平成16～18年度の実施状況概略）④事務職員等の採用・養成に関
事務職員等の職務内容の複雑化・高度化に伴 事務職員等の採用に際してする具体的方策

【35】 い、職員採用試験では適任者を得ることができ は、広く人材を募集し、職種
事務職員等の採用に当たって ない特別な経験、知識等を必要とする職種につ に応じ、柔軟かつ公正な採用

は、広く人材を募集し、職種に Ⅲ いて、広く人材を募集し採用した 「事務職員 方針により、有能な人材の確。
、応じ、柔軟かつ公正な採用方針 人材育成ビジョン」にある研修、職場問題、人 保に引き続き努めるとともに

により、有能な人材の確保に努 事制度の三位一体の取組を促進するため 「人 事務職員等の養成については、
める。また、実践的研修、専門 事制度改革に関する事務タスクフォース」を設 「人材育成ビジョン」にある
的研修を計画的に実施し、資質 置し、複線型人事制度等について検討した。 研修、職場環境、人事制度の
や専門性の向上を図る。 また、障害者雇用について「宇都宮大学にお 有機的連携による取組をさら

ける障害を有する教職員の支援に関する基本方 に推進する。
針」を１８年１１月１５日に制定し、この方針
の理念に基づき、障害者雇用のための職域拡大
を積極的に行った。

（平成19年度の実施状況）【35】
事務職員等の採用に当たっては、広く 【35】

人材を募集し、職種に応じ、柔軟かつ公 Ⅲ 法人化後の職務内容の複雑化・高度化に伴
正な採用方針により、有能な人材の確保 い、職員採用試験では必ずしも適任者を得るこ
に引き続き努める。また、事務職員等の とができない特別の経験、知識等を必要とする
養成について 「人材育成ビジョン」に 部署については、優秀な人材を配置するため、、
ある研修、職場環境、人事制度の有機的 学外から広報の専門家を１名登用することとし
連携による取り組みを引き続き推進す た。また、学内の非常勤職員を対象に学内公募
る。 を行い、１名を採用した。

事務職員の養成にあっては 「事務職員の人、
材育成ビジョン」にある研修、職場環境、人事
制度の有機的連携による取組を行い、特に１９
年度に初めて実施したマネジメント研修、フォ
ローアップ研修では今後への成果が期待できる
研修となった。

また、１８年度に策定した「宇都宮大学にお
ける障害を有する教職員の支援に関する基本方
針」に基づき、附属図書館及び特別支援学校に
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おいて、障害者雇用を行うこととし、障害者雇
用のための職域をさらに拡大することとした。

（平成16～18年度の実施状況概略）⑤総人件費改革の実行計画に関
総人件費改革への対応のための今次中期計画 ２０年度も任用計画に基づする具体的方策

【36】 期間中の人件費削減計画を策定し、人事院勧告 き、対１７年度人件費△３％
総人件費改革の実行計画を踏 を踏まえた俸給の見直し及び大学院調整額等の を目標とする。

まえ、２１年度までに概ね４％ Ⅲ 見直しにより、１８年度において、前年度人件
。 、の人件費の削減を図る。 費予算額から概ね１％の削減を達成した また

管理職手当の見直し等を含めた１９年度給与制
度を確立した。

（平成19年度の実施状況）【36】
「行政改革の重要方針 （平成17年12 【36】」

月24日閣議決定）において示された総人 Ⅳ 総人件費改革に基づき、今次中期計画期間中
件費改革の実行計画及び国家公務員の給 における本学の人員及び人件費削減計画に沿っ
与構造改革等を踏まえ、給与制度等の見 て、１９年度分を計画どおり着実に実施し、対
直しを図ることにより、１７年度人件費 １７年度人件費△２％の目標削減額に対し、△
予算額から概ね２％の削減を図る。 ４.７％の削減が図られた。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

○ 新しい大学運営の在り方にふさわしい事務組織体制を構築する。中
○ 新たな業務に対応した適切な人的、物的配置によって、事務業務の効率化を図る。期

目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況中期計画 平成19年度計画

中 年中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定 期 度期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）４ 事務等の効率化・合理化に
１７年４月に 学長室及び学術研究部を新設 引き続き、契約内容の見直関する目標を達成するための 、 、

契約室を経理課に統合し、体制の充実強化を図 しを含め複数年契約の効果と措置
。【37】 った。 効率性を検討することとする

業務の効率化を図るため事務 Ⅲ １８年４月に 大学運営の効率化を図るため １９年度に実施した業務改、 、
組織における業務内容、勤務体 施設課を財務部に統合するとともに、国際交流 善コンサルティング結果を踏
制等の状況を把握し、大学運営 課を学術研究部に移管し、就職支援室を学生生 まえ業務の効率的な見直しを
の進展に応じ、より機能的な組 活課に統合した。 検討する。
織になるよう見直しを図る。 さらに、事務の効率化・合理化及び繁忙・閑 財務会計業務について、引

散期の業務の平準化の観点から、１８年度に事 き続き業務内容の実態を把握
務部においてチーム制の試行的導入を図った。 の上、事務の効率化・簡素化

業務の合理化・効率化を図るため、会計監査 に向け改善を図る。
人以外の監査法人に財務会計業務の分析評価を 地域連携推進本部の機能を
委託したほか、業務分析、事務の見直しを継続 充実させ、自治体との連携強
的に行い、駐車料金の現金収納業務等の外部委 化を図る。また、昨年度に引
託及び役務調達の複数年契約を積極的に進め、 き続き大学地域貢献度ランキ
財務会計業務の改善や、再雇用職員、非常勤職 ング調査のデータ分析及び各
員の活用方策や業務の構造化等について検討を 大学における地域連携事業の
行ったほか、新たに特任事務職員・技術職員制 調査を実施して、地域連携事
度の導入を図った。 業の推進を図る。

企画広報室を設置し、事務
【37-1】 組織の合理化を図る。（平成19年度の実施状況）

各部署における業務の目標管理を設定 【37-1】
する際、外部委託や非常勤職員のあり方 Ⅲ １９年度から各部署において業務の目標管理
など業務処理内容を精査し、より機能的 制を導入するとともに 「人事制度改革に関す、
な組織になるよう見直しを図る。 る事務タスクフォース」で検討した非常勤職員

の活用方策、業務の構造化等を踏まえ、今後、
事務連絡協議会等でさらに検討することとし
た。

また、各種調達契約に際しては、業務の効率
化について検討し、効果が期待できるものから
契約複数年契約を実施している。２０年度から
は新たに、塵埃物収集請負契約を複数年契約の
対象とした。

【37-2】 【37-2】
全学的チーム制導入の点検評価を行 １８年度に引き続き試行的に導入したチーム

い、事務の効率的な遂行に向けた新たな Ⅲ 制について、２０年３月に自己点検・評価を行
試みを推進する。 い、運営調整会議へ報告した。２０年度の実施
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方針については、１９年度に実施した業務改善
コンサルティング結果を踏まえ、総合的に判断
したうえで決定することとした。

【37-3】 【37-3】
１７年度に実施した第三者（会計監査 Ⅲ 第三者提言による評価・提言について、再度

人以外の監査法人）による評価・提言に 妥当性・実施可能性について検討を行った結
基づき、引き続き実施可能なものから財 果、謝金として処理している継続的な業務補助
務会計業務の改善（簡素合理化）に反映 の扱い及び発注権限の見直しについて、改善を
する。 行うこととした。

【37-4】 【37-4】
大学運営の効率化を図るため社会連携 Ⅲ 社会との連携活動を体系的に取り組む体制と

推進機構(仮称)を設置し、国際交流、地 して 「社会連携推進機構」を立ち上げ、その、
域連携、産学官連携の一体的推進を図る 下に、国際交流推進本部、地域連携推進本部、
とともに学術研究部を拡充改組する。 産学官連携・知的財産本部を設け、これら本部

間の総合的な調整を行い、諸活動の推進を図っ
た。

大学地域貢献度ランキング調査のデータ分析
及び各大学における地域連携事業の調査を実施
した。また、本学の提案により、宇都宮市ＨＰ
へ本学と宇都宮市との連携事業を掲載すること
等、地域連携の更なる推進を図った。

４月には、学術研究部研究協力課の業務を整
、 。理し 産学地域連携課と研究国際課を設置した

併せて、社会連携推進機構及び同機構の下に
置いた推進本部の事務を円滑に行い、学術研究
部の事務を強化するため、学術研究部の拡充改
組を行った。これに伴い、国際交流課が所掌し
ていた留学生業務を学務部学生支援課に移管
し、学生に関する業務を学務部内で一体的に行
うこととした。

（平成16～18年度の実施状況概略）【38】
部局間にわたる新たな課題に 部局間にわたる新たな課題に対応するため、 研究費等を適正に運営及び

対応するため、各部局間の連携 また各部局間の連携を重視するため、情報化プ 管理する組織として１９年度
を重視し、適宜、対応するチー ロジェクト・チーム、学生も含めた広報戦略実 に設置した不正防止計画推進
ムを編成するなど、体制を整備 Ⅲ 施チーム、事務組織の改編のあり方や具体的な 室において、行動規範の策定
する。 経費節減方策を検討するためのワーキンググル 及び効率的な情報提供方策の

ープ、情報基盤構築プロジェクトチーム、危機 検討等を行う。
管理検討ワ－キンググル－プ及び人事制度改革
に関するタスクフォースを編成し、新たな課題
等に臨機に対応した。

（平成19年度の実施状況）【38】
各部局間の連携を重視し、部局間にわ 【38】 ２

たる新たな課題に対応するため、適宜、 Ⅲ 峰地区における環境美化計画及び実施体制等
対応するプロジェクトチームを編成する の案を作成するためのワーキンググループを設
などして、迅速な問題解決を図る。 置し、９月に「峰町団地における環境美化維持

のための申合せ」を制定し環境美化の充実を図
った。また、研究費等を適正に運営及び管理す
る組織として、担当理事及び関係部課長等を構
成員とする不正防止計画推進室を１０月に設置
し 「不正防止計画策定・実施ガイドライン」、
の策定等を行った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【39】



- 28 -

職員個々の適性・専門性の向 「事務職員人材育成ビジョン」を策定し、職
上を図る観点から、各種研修、 員個々の適性・専門性の向上を図るため、各種
部門間の異動及び他機関との交 研修、人材の育成、複線型人事制度に関連した
流等を適切に行い、より的確な Ⅲ 人事異動・人事交流の在り方について検討し
人材育成に努める。 た。また、職員個々の適性、専門性、意向等を

踏まえた人事異動を実現した。

（平成19年度の実施状況）【39】
職員個々の適性・専門性の向上を図る 【39】

観点から、部門間の異動及び他機関との Ⅲ 人事課において、職員個々の適性・専門性な
交流等を引き続き適切に行う。 どを把握するため、補佐級以下の職員を対象に

面談を行い、人材の育成、人事交流の在り方に
ついて検討し、職員の適性、専門性、意向等を
踏まえた人事異動を実現した。また、他機関と
の交流も引き続き実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【40】
業務の一層の効率化を図る観 現状の外部委託についての見直しを行うとと 業務の一層の効率化を図る

点から、外部委託の見直しも含 もに、業務の効率化及び合理化を促進する観点 ために、複数年度契約の積極
め、その導入計画を策定し、順 から、個々の業務内容ついて、外部委託の可能 的な導入や業務の平準化を図
次実施する。 Ⅲ 性なども視野に入れ検討を行い、人事及び給与 るために契約時期の見直し等

業務の簡素合理化、人的資源・人件費の適正な について具体的に検討する。
管理を目的として、人事・給与一体型システム 引き続き、費用対効果も勘
を導入した。また、旅費システムを導入し、業 案しつつ、財務会計システム
務改善に資するため、財務会計システムの諸機 の見直しを行う。
能の改善を図ったことにより、業務の効率化及
び事務の省力化が図られている。

（平成19年度の実施状況）【40-1】
給与計算事務を財務部経理課から総務 【40-1】

部人事課に移管するとともに、財務部経 Ⅲ １９年７月から人事・給与一体型システムを
理課給与係を管財係と統合し、経理係に 導入し、給与計算事務を財務部経理課から総務
移行する。 部人事課に移管し、人事・給与計算事務の効率

化・合理化を図るとともに、財務部経理課給与
係と同課管財係を経理係として統合した。

【40-2】 【40-2】
引き続き、財務会計システムの見直し Ⅲ 財務会計システムの見直しを行い 「消費税、

を行い、業務の効率化及び事務の省力化 突合作業の省力化」等を行うことにより、更な
を進める。 る業務の効率化及び事務の省力化が図られるた

め、費用対効果を勘案しながら計画的に行うこ
ととした。

ウェイト小計

ウェイト総計

宇都宮大学
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(1) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 ○ １８年度には、教員評価に係る検討を開始した。また、職員評価につい
【平成16～18事業年度】 ては、事務職員等勤務評価規程及び平成１８年度実施要領を制定し、７月

① 運営体制の改善 から６月間を試行期間として勤務評価を実施し 「人事制度改革に関する、
○ 栃木県内の４市町と包括協定を締結し、自治体との連携強化を図った。ま タスクフォース」で評価制度の中間レビュー等を取りまとめた。

た、県内各自治体との間で構成する「地域連携協議会」を毎年２回程度開催
し、意見交換を行うとともに、連携事業を実施した。 ○ １８年度には、外部資金等により措置された特定のプロジェクトに必要

１６年度 ６４件、１７年度 ５７件、１８年度 ９１件 な人材を確保するため、特任教員制度を導入した。

○ 外部資金獲得について、１６年４月に学内措置により「地域共同研究セン ○ 社会の第一線で活躍している人材を活用するため、民間企業と業務委託
ター 「機器分析センター 「ＶＢＬ」を発展改組し 「地域共生研究開発 契約を締結し、冠講座としての授業を開講した。また、無報酬で教育研究」、 」、 、
センター」を発足させ、受託研究等の受け入れ体制を強化し 「地域共生研 活動等を行うための宇都宮大学支援人材バンク登録者のうち３名を非常勤、
究開発センター」と１８年４月に設置された「知的財産センター」との連携 講師として任用した。
を中心とした「産学官連携・知的財産本部」を１８年４月に設置し、知的財

、 、産の創出・保護・活用の推進に当たった。 ○ １８年１１月には 子育てと就業・就学が両立しやすい環境を作るため
学内に「宇都宮大学まなびの森保育園」を誘致し開園した。

、 「 」○ １６年４月に 役員組織と事務部門の連結を強化するために 運営連絡会
、 。を、役員組織と各学部長等との連絡調整を密にするため「企画調整会議」を ○ １８年度において 前年度人件費予算額から概ね１％の削減を達成した

設置した。
④ 事務等の効率化・合理化

○ 各種委員会の見直しを行い、１８年４月から２４の全学委員会を１５の委 ○ １７年４月に、学長室及び学術研究部を新設、契約室を経理課に統合し
。 、 、 、員会に整理再編し、併せてワーキンググループやプロジェクトチームを随時 体制の充実強化を図った また １８年４月には 施設課を財務部に統合

設置し、柔軟で機能的な運用を行った。 国際交流課を学術研究部に移管、就職支援室を学生生活課に統合した。
１８年度には、事務の効率化・合理化及び業務の平準化の観点からチー

② 教育研究組織の見直し ム制の試行を実施した。
○ 学長のリーダーシップのもとに、役員と各学部長等の連絡調整を密にしな また、業務の外部委託、役務契約の複数年契約等を積極的に実施した。

がら 「地域共同研究センター 「機器分析センター 「ＶＢＬ」の拡充改、 」、 」、
組を実施し、地域共生研究開発センターを設置した。更に 「野生植物科学 【平成19事業年度】、
研究センター」を「雑草科学研究センター」に拡充改組、産学官連携・知的 ① 運営体制の改善
財産本部等を設置した。 ○ 宇都宮市との間で、本学の提案により 「市内大学との連携まちづくり」、

連携事業を宇都宮市ＨＰへ掲載した。
、「 」 「 」○ １８年７月に 総合情報処理センター を 総合メディア基盤センター

に改組するとともに、１０月に附属図書館と連携して学術リポジトリＷＧを ○ 文科省産学官連携コーディネーター及び大学知的財産管理アドバイザー
設置した。 派遣事業に採択され、コーディネータの配置、活用を図った。

○ １９年１月に、キャリア教育と進路・就職支援を強化するため「キャリア ○ 企画立案広報機能を強化するため 「学長室」を「企画広報室」に改組、
教育・就職支援センター」を設置した。 し２０年４月に設置することとした。

③ 人事の適正化 ○ 業務改善検討プロジェクトチームを設置し、会議の効率化等についてミ
、 。○ 中期計画期間中の人件費見込額を算出するとともに、社会のニーズや大学 ーティングを実施し 終とりまとめを２０年４月に実施することとした

改革を戦略的に推進するために必要な定員を重点的に配分する事を目的と
し、全学共用定員を２１年度までに拠出することを決定した。また、人件費 ② 教育研究組織の見直し
削減計画について基本計画を定めた。 ○ １９年４月に、社会や学生のニーズに対応した教育研究組織を構築する
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ため、共通教育の改善と実施推進を担う共通教育センターを設置した。
また、キヤノン（株）の協力を得て、光学の科学や技術に係わる高度技術

者及び研究者の育成、先端的研究領域の創成等を進め、世界の 先端を行く
教育拠点を確立すべくオプティクス教育研究センターを設置した。

○ １９年４月に、国際学部に国際学研究科博士後期課程を設置した。

○ 総合メディア基盤センターと附属図書館が連携し、国立情報学研究所から
「 」採択された 平成１９年度次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業委託事業

を実施した。

○ ２０年３月に 「遺伝子実験施設 「ＲＩ実験室 「動物実験施設 「環、 」、 」、 」、
境調節実験棟」を統合し、バイオサイエンス教育研究センターを設置した。

③ 人事の適正化
○ 教員の人事評価に関する基本方針について検討を実施した。また、職員評

価については、新たな勤務評価として、目標管理制と人事考課制の相互関係
を明らかにし、自己評価、同僚評価、上司評価も試行した。

○ 特任教員制度に加え、特任事務・技術職員制度を導入し、オプティクス教
育研究センターに１名の特任事務職員を採用した。

○ 宇都宮大学支援人材バンク登録者は２４名になり、うち６名を非常勤講師
として任用した。

○ 総人件費改革に基づき着実に実施した結果、対１７年度人件費△２％の目
標削減額に対し、△４.７％の削減が図られた。

④ 事務等の効率化・合理化
○ １９年度に実施した業務改善コンサルティング結果を踏まえ、チーム制を

引き続き試行することとした。

○ 給与システムの導入に伴い、給与計算事務を経理課から人事課に移管し、
経理課給与係と経理課管財係を経理係として統合した。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目
標

○ 宇都宮大学における財務内容の改善を促すために、積極的に科学研究費補助金、共同研究、受託研究、その他の外部研究資金の導入を図るとともに、自己収入中
の確保に努める。期

目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況中期計画 平成19年度計画

中 年中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）１ 外部研究資金その他の自己
外部資金、特に科学研究費補助金の申請に当 ［２０年度］収入の増加に関する目標を達

たり、各学部にプロジェクト委員を配置し、申 政府・自治体等が公募する成するための措置
【41】 請に際しての指導・助言体制を構築した また 各種競争的資金の公募情報を。 、

科学研究費補助金の申請数を Ⅳ 科学研究費補助金へ申請しない教員の研究費の ＨＰ等にアップし、コーディ
増加させるとともに、共同研究 １０％をカットし、若手研究者への支援を行っ ネータとの連携による農工連
費、受託研究費や奨学寄付金な た。全員申請を原則とした結果、申請率及び採 携を含む研究プロジェクト化
ど、民間からの外部研究資金を 択率の向上が見られた。 を図り、大型外部資金獲得に
積極的に導入する。また、その また、大型外部資金では、科学技術振興調整 向けた体制を整備する。
ために必要な企画・支援体制を 費、グローバルＣＯＥに応募するなど、積極的
整備する。 に取り組んだ。 ［２１年度］

、大型外部資金獲得するため
大学としてのプロジェクト体１ 外部研究資金その他の自己収入の増 （平成19年度の実施状況）

【41-1】 制の確立を図り、学内協力体加に関する目標を達成するための措置
【41-1】 Ⅳ 経済産業省の「次世代ロボット知能化技術開 制を強化・整備する。

国が公募するコーディネータ人材派遣 発プロジェクト」に応募し、 終審査のヒアリ
に積極的に応募し、採択を目指し、コー ングを受けたが不採択となった。今後は 「農 ［２０年度］、
ディネータとの連携による農工連携を含 ・工連携」を強化し、政府・栃木県等が募集す 科学研究費補助金申請に係
む研究プロジェクト化を図り、大型外部 る大型外部資金に、地域共生研究開発センター る指導・助言体制を強化し、
資金獲得に向けた体制を整備する。 及び産学連携コーディネータと連携し、採択を 採択件数の増加に努めるとと

目指すこととした。 もに、採択教員へのインセン
なお、オプティクス教育研究センターにおい ティブを検討する。
、 、て 光技術の総合的推進事業を推進するために

工学部及び農学部教員を含めたプロジェクトを ［２１年度］
設置し、特別教育研究経費の要求を行い予算化 科学研究費補助金の採択率
された。また、オプティクス教育研究センター を高めるための方策を検討す
を中心に農工連携により、２０年度グローバル る。
ＣＯＥに申請した。 引き続き教授会等で科学研

究費補助金の申請及び採択状
【41-2】 【41-2】 況を周知し、採択件数の増加
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科学研究費補助金申請に係る指導・助 Ⅳ 研究企画会議において、科学研究費補助金獲 に努める。

言体制を強化し、採択件数の増加に努め 得向上を図るため、前年度同様「取り組みの基
る。 本方針」を策定し、プロジェクトを組織した。

、 、また ６月に科学研究費補助金制度について
日本学術振興会及び文部科学省から講師を招き
説明会を実施した。

（平成16～18年度の実施状況概略）【42】
国、地方自治体等が公募する １８年４月に「産学官連携・知的財産本部」 文科省の産学官連携コーデ

各種の産学官連携等による共同 を設置して、文科省派遣産学官連携コーディネ ィネータの派遣事業に申請す
研究開発事業及び各種財団等の ータによる外部資金の獲得の体制を強化すると る。
補助金制度を活用し、外部研究 Ⅲ ともに、知的財産の保護・活用するために特許
資金の導入を図る。そのために 庁から大学知的財産管理アドバイザーの派遣を ［２０年度］
必要な企画・支援体制を整備す 受け、知的財産の活用等の強化を図った。 国、地方自治体等が公募す
る。 外部資金の獲得については、研究企画会議に る各種の産学官連携等による

おいて公募形式の重点推進研究を立ち上げ、採 共同研究開発事業及び各種財
択した研究プロジェクトの中から大型外部資金 団等の補助金制度の活用によ
の申請を促すこととし、１９年度グローバルＣ る外部研究資金導入を図るた
ＯＥプログラムへの申請に向け、各委員がコー めに、コーディネータ等との
ディネータとなりプロジェクトを結成し申請し 連携を図り、プロジェクトの
た。 結成を進める。

なお、外部資金（共同研究、寄附金及び受託
事業）について、１０％の間接経費制度を導入 ［２１年度］
した。 コーディネータ等との連携

を図り、学内の研究シーズを
【42-1】 発掘し、政府等が公募する各（平成19年度の実施状況）

国、地方自治体等が公募する各種の産 【42-1】 種外部資金の情報に対して、
学官連携等による共同研究開発事業及び Ⅲ 文科省産学官連携コーディネータ及び工業所 応募機会の増加を図る。
各種財団等の補助金制度の活用による外 有権情報・研修館大学知的財産管理アドバイザ

「 」部研究資金導入を図るために、外部資金 ーの派遣（外部資金による派遣）を受けた。 峰が丘地域貢献ファンド
による産学官連携コーディネータの配置 については、引き続き維持・
を目指す。 拡充に努めるとともに、大学

全体の活動に対する新たな支
【42-2】 【42-2】 援基金として創設した「宇都

国、地方自治体等が公募する各種の産 Ⅲ 大型の外部資金獲得のため、研究プロジェク 宮大学基金」について、学内
学官連携等による共同研究開発事業及び トを立ち上げる場合は、アドバイザーとして地 をはじめ、学外の一般企業、
各種財団等の補助金制度の活用による外 域共生研究開発センター及び産学連携コーディ 個人向けに対する募金活動に
部研究資金導入を図るために、プロジェ ネータの協力を得ることとした。今後、重点推 引き続き努める。
クトの結成を進める。 進研究に採択された研究プロジェクトの中か

ら、外部資金獲得に向けた研究課題を厳選し、
研究代表者を中心としたプロジェクト立ち上げ
の検討を行う予定である。

【42-3】 【42-3】
１８年度に創設した「峰が丘地域貢献 Ⅳ 「峰が丘地域貢献ファンド」については、学

ファンド」の規模の維持・拡充に努める 内ＨＰ等に公表し、拡充に取り組んだ結果、１９
とともに 包括的な 宇都宮大学基金 仮 年度においては、新たに１１５百万円の支援を、 「 （
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称 」の創設についての検討を行い、そ 得た。）
の実現に努める。 また 「宇都宮大学基金（仮称 」の創設に、 ）

ついては 「宇大基金設置準備検討会」におい、
て６月に 終報告を取りまとめ、公表した。そ

、 「 」の後 具体的な検討を進めるため 準備委員会
を設置して、２０年３月に「宇都宮大学基金」
を設立し、直ちにＨＰに公表するとともに寄付
の募集を開始した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

② 経費の抑制に関する目標

○ 管理的経費の抑制を図る。中
○ 非常勤講師の見直しを図る。期

目
標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況中期計画 平成19年度計画

中 年中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）２ 経費の抑制に関する目標を
、達成するための措置 物件費など節減合理化の具体的検討のため検 経費節減への取組について
、【43】 討プロジェクトを設置し、民間・私学等におけ 各部局等が節減目標を策定し

民間の創意工夫を参考にし る経費抑制方法等を調査し、本学独自の「物件 毎年度定期に報告を受けると
て 各種経費等の削減に努める Ⅲ 費の節減合理化基本方針 を策定した その後 ともに、取組状況について全、 。 」 。 、

検証と見直しを継続して行っている。例えば、 学に周知することとし、削減
。大学会館の管理業務等の外部委託及び役務調達 目標６％を目指すこととする

の複数年契約を積極的に進め、毎年、着実に取 また、エコ指導員の活動に
組んでいる。併せて、大学の環境計画に基づく ついては、引き続き現場の状
省エネキャンペーンを実施し、学生・教職員に 況把握に努めるとともに、活
対し、電気使用量等の削減に努めるよう周知徹 動内容を広く学内に周知する
底を図っている。 ことにより、学生を含めた環

境対策への取組と、経費節減
への取組を実施することとす２ 経費の抑制に関する目標を達成する （平成19年度の実施状況）

【43】 る。ための措置
「 」 、【43】 Ⅲ 財務部内に 経費節減検討チーム を設置し

引き続き、さらなる各種経費等の削減 新たな経費節減事項の洗い出し等を行い、１９
に取り組む。 年１１月に取りまとめた。

また、経費節減の事項ごとに主たる担当課を
、 、決め 経費節減の実施状況について取りまとめ

環境対策への取組及び更なる経費節減への取組
、 。について １９年１２月に各部局等へ通知した

また、物品リユース掲示板の構築は、２０年
度中には運用を開始することとした。

なお、具体的な経費削減の取り組みは、ペー
パーレス化の推進と焼却ゴミ・埋め立てゴミと
資源ゴミの分別回収がより徹底されたことによ
り、複写機の保守料が、対前年度で８００千円
の減額、塵埃物収集料は１,５５０千円の減額
となった。

さらに、昨年に引き続き冬季・省エネキャン
ペーンを実施（H19.12～20.3）し、学生・教職
員に対し、電気使用量等の削減に努めるよう周
知徹底を図った。
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（平成16～18年度の実施状況概略）【44】
全学的な管理的経費の分析を 物件費など節減合理化の具体的検討のため検

踏まえて、光熱水料、消耗品費 討プロジェクトを設置し、民間・私学等におけ
などの節減・合理化計画を１６ る経費抑制方法等を調査し、本学独自の「物件

」 。 、年度中に作成し、１７年度から Ⅲ 費の節減合理化基本方針 を策定した その後
着手する。 検証と見直しを継続して行っている。

（平成19年度の実施状況）【44】
１６年度に策定した節減合理化基本方 【44】

（ ） 【 】 （ ）針（節減合理化検討事項）の見直し結果 中期 年度 計画 43 の 計画の実施状況
を踏まえ、引き続き、光熱水料、消耗品 参照。
費などの管理的経費の節減を図り、全学
的に経費節減を推進する。

（平成16～18年度の実施状況概略）【45】
各教育課程の授業科目を精選 １６年度に策定した「非常勤講師時間数の削 共通教育において授業科目

し、非常勤講師の削減を図る。 減」の基本方針に基づいて、順次削減を行って の精選及び常勤教員授業担当
きた。 推進による非常勤講師時間数

Ⅲ 参考：年度別非常勤講師時間数配分計画 の減を図る。
・１６年度 20,327時間 引き続き、配分計画値を下
・１７年度 17,310時間 回るよう努める。
・１８年度 14,240時間

（平成19年度の実施状況）【45】
「行政改革の重要方針 （平成１７年 【45】」

１２月２４日閣議決定）において示され Ⅲ １９年度は１８年度水準を維持した。２０年
た総人件費改革の趣旨を踏まえ、また、 度は４学部では１８年度水準を維持するが、共
１６～１８年度に実施した本学の非常勤 通教育では、常勤教員授業担当推進により４コ
講師削減計画の実施結果を検証し、非常 マ減とする一方で、退職教員に係わる９コマ増
勤講師の配置の見直しを行う。 を手当することとした。

ウェイト小計

宇都宮大学
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宇都宮大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善

③ 資産の運用管理の改善に関する目標

○ 土地の有効活用を図る。中
○ 施設の有効活用を図る。期
○ 設備の有効活用を図る。目

標

判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ進捗
状況中期計画 平成19年度計画

中 年中 年 平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度期 度

（平成16～18年度の実施状況概略）３ 資産の運用管理の改善に関
本学の土地や建物等の有効的、効率的活用に 多様な資金を活用した複合する目標を達成するための措

当たっては、環境・施設整備委員会において、 施設の整備（新営）を進める置
【46】 実態を精査の上 基本的方針を構築した また こととし、引き続き、各学部、 。 、

既存の資産については、大学 Ⅲ 職員宿舎の一部を学生寮に使途変更するなど、 等同窓会へ支援を要請する。
全体について総合的・長期的視 有効、効率的な利用を図った。さらに、学生の 「大学博物館のグランドデ
点から、教育研究活動に も有 生活環境改善の観点から、学生寮の整備拡充計 ザイン」に基づき、旧講堂の
効的・効率的に確保・活用が出 画を策定し、新寮（陽東寮）を自己資金などの 改修整備について改修工事を
来るよう企画・計画し、整備、 多様な資金を活用し建設した。加えて、雷鳴寮 進める。
維持管理に努める。 については、国立大学法人初となる寄宿料収入 一時的な余裕資金について

を償還財源とした長期借入金による改修整備を は、資金運用益の改善に資す
１９年度に実施する。 るため、引き続き、安全かつ

、一方、旧講堂等の改修計画・利活用等につい 効率的な運用を行うとともに
て、各学部等同窓会連絡協議会で意見交換を行 新たな資金運用の改善方策に
い、大学博物館設立準備委員会において本構想 ついて検討を行う。
を策定した。

（平成19年度の実施状況）３ 資産の運用管理の改善に関する目標
【46-1】を達成するための措置

【46-1】 Ⅲ 長期借入金を活用した学生寮（雷鳴寮）の改
長期借入金の対象範囲拡大及び｢国立 修が３月に竣工した。なお、当初の予定どおり

大学等の授業料その他の費用に関する省 競争入札により民間金融機関から長期借入金の
令｣の改正等を踏まえ、多様な資金を活 調達相手先を決定した。
用した学生寮の整備（改修）を進める。

【46-2】 【46-2】
「大学博物館のグランドデザイン」に ５月、９月及び２月に開催した各学部等同窓

基づき、各学部同窓会等の支援を得て旧 Ⅲ 会連絡協議会において「大学博物館グランドデ
講堂の改修整備に着手する。 ザイン」に基づく旧講堂等の改修計画・利活用

等について意見交換を行うとともに、各学部等
同窓会へ支援を要請した。この結果、１９年度
においては約３０百万円の寄付を受け入れ、９



- 37 -

宇都宮大学
月に技術提案書の審査を行い設計業者を選定
し、１０月に契約を締結した。

【46-3】 【46-3】
一時的な余裕資金について、資金運用 引き続き、金融機関の格付けや株価の水準等

益の改善に資するため、引き続き、安全 Ⅲ 及び預入先としての安全性を考慮し、さらに、
かつ効率的な運用を行う。 本学の財政状態なども見極めつつ、運用開始時

期の調整(リスク分散)を行い、本学にとって
も金利が有利となる入札による運用を図った。

（平成16～18年度の実施状況概略）【47】
学部・学科を越えた共同利用 研究室等で管理している共同利用可能な機器 ［２０年度］

を促進するための長期計画を作 をリストアップし、ホームページで公開した。 学部・学科等を越えて、長
成し 有効活用に努める また また、公表した利用機器一覧については毎年更 期的に有効な共同利用を促進、 。 、
各種施設の地域開放をより一層 Ⅲ 新を行い、学内共同利用の促進を図るとともに するため、共同利用可能な備
推進する。 地域開放にも貢献している。 品等のリストの更新を行い、

学内イントラネット上等に公
【47】 開する。また、学外共同利用（平成19年度の実施状況）

学部・学科等を越えて、長期的に有効 【47】 可能な機器類について、学外
な共同利用を促進するため、共同利用可 Ⅲ 学内イントラネットに掲載している共同利用 機関との相互利用の促進を図
能な備品等のリストの更新を行い、学内 機器類については、データの更新及び公表を行 る。
イントラネット上等に公開する。また、 い有効利用を図っている。また、化学系研究設
学外共同利用可能な機器類について、学 備有効活用ネットワークに登録しており、全国 ［２１年度］
外機関との相互利用について検討を進め 規模での相互利用による有効利用を図ってい 共同利用可能な備品等のリ

、 、る。 る。 ストについては 毎年更新し
学内イントラネット上等に公
開し、利用促進を図る。

（平成16～18年度の実施状況概略）【48】
、共同利用を積極的に進めるた 施設利用手続きの簡素化とあわせて貸付対象 大学の施設・設備について

めに、関連する学内共同教育研 範囲を拡大した。 地域や民間企業に開放しや
究施設の統合を検討するととも すい貸付条件や貸付対象範囲
に、利用規程等を整備し、設備 【48】 Ⅲ の拡大について引き続き検討（平成19年度の実施状況）

の有効活用に努める。また、民 大学の施設・設備について、地域や民 【48】 する。
間企業等による大学の施設・設 間企業等に開放しやすい貸付条件を引き Ⅲ 大学の施設（グラウンド、体育館等）の利用
備の利用についても積極的に促 続き検討する。また、研究設備について に関する案内を１９年１２月に本学の公式ホー
進する。 は、設備マスタープラン等に基づき、有 ムページに掲載し、学内外に周知を図った。

効活用に努める。 その結果、近隣地域をはじめ、新たに県外か
らも問い合わせがあるなど、一定の効果があっ
た。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項 基本方針に基づき実施した。
【平成16～18事業年度】 参考：年度別非常勤講師時間数配分計画

① 外部研究資金その他の自己収入の増加 ・１６年度 20,327時間
○ 科学研究費補助金の申請にあたり、各学部にプロジェクト委員を配置し指 ・１７年度 17,310時間

導助言体制を構築した結果、申請件数、採択率が向上した。 ・１８年度 14,240時間
参考：１６年度 科学研究費補助金申請件数 298件

採択件数 98件 ③ 学生寮の整備
採択額 195,170千円 ○ 本学の土地や建物の有効利用、効率的活用を計るため、環境・整備員会

で基本方針を策定した。
○ １８年４月に「産学官連携・知的財産本部を設置し、文科省派遣産学官連 １６年度には、職員宿舎の一部を学生宿舎に使途変更し有効、効率的な

携コーディネータによる外部資金の獲得体制を強化するとともに、知的財産 利用を図った。
を保護・活用するため特許庁から大学知的財産管理アドバイザーの派遣を受 １８年度には、学生寮の整備拡充計画に基づき、新寮(陽東寮)を自己資
け知的財産の活用等の強化を図った。 金など多様な資金を活用し建設(８０戸)した。

外部資金の獲得につては、科学技術新興調整費、グローバルＣＯＥに応募
するなど、積極的に取り組んだ。 ④ 入札運用改善の取組

○ 金融機関の格付け、株価の水準等、預入先としての安全性を考慮し、ま
○ １８年６月に、本学メインバンク等の支援を受け、一定の地域貢献事業へ た、資金運用益の改善に資するため、運用開始時期の調整(リスク分散)を

参加する学生等に対する助成及び学生奨励金を目的とした「峰が丘地域貢献 行いつつ、本学にとって も金利が有利となるように入札による運用を導
ファンド」を創設し、その運営益を地域貢献事業へ参加する学生等へ助成及 入した結果、大幅な増収を得た。
び学生奨励金等に充当することとした。 （一般予算資金運用収入 Ｈ１７：１３７千円→Ｈ１８：３,１４３千円）

また 「峰が丘地域貢献ファンド」とは別に、教育研究活動の活性化及び、
教育研究環境並びに学生支援の充実を目的とした 宇都宮大学基金 仮称 【平成19事業年度】「 （ ）」
の創設に向け、検討会を設置し検討を開始した。 ① 外部研究資金その他の自己収入の増加

○ 科学研究費補助金の申請にあたり、各学部にプロジェクト委員を配置し
② 経費抑制の取組 指導助言体制を構築した結果、申請件数、採択率が向上した。

○ 物件費など節減合理化の具体的検討ため検討プロジェクトを設置し 「物 参考：１６年度 科学研究費補助金申請件数 ３１９件、
件費の節減合理化基本方針」を策定するとともに、検証と見直しを継続的に 採択件数 １１５件
実施した。併せて、外部委託業務、役務調達の複数年契約の積極的導入等を 採択額 287,310千円
着実に進めている。

なお、基本方針の推進による節減効果として、１６年度は約１,４００千 ○ 「産学官連携・知的財産本部」に文科省派遣産学官連携コーディネータ
、 、 、 、円 附属演習林林道整備を附属演習林職員による直営工事としたことにより 及び大学知的財産管理アドバイザー派遣事業に採択され コーディネータ

約２,３００千円の節減となった。１７年度は、職員旅費の日当・宿泊料の アドバイザーが配置された。また、県内の商工会議所、商工会の産官学連
見直し、宿舎維持管理費の見直し、演習林職員の直営工事に等により、約 携コーディネータ３名を本学のコーディネータとして任用した。
５,１００千円の節減となった。１８年度は、複写機の設置台数の見直しや 外部資金の獲得につては、科学技術新興調整費、グローバルＣＯＥに応
ペーパーレス化の推進、施設の管理業務の委託、都市ガス供給契約の見直し 募するなど、引き続き積極的に取り組み、１９年４月設置のオプティクス
等を実施した結果、総額１３,６００千円の節減を図った。 教育研究センターにおいて、光技術の総合的推進事業を推進するために、

工学部と農学部教員がプロジェクトを設置するとともに、２０年度グロー
○ 環境対策として、環境報告書の作成とともに、経費節減からも冬季・省エ バルＣＯＥに申請した。

ネキャンペーンの実施、都市ガス供給契約の見直し等を実施し、経費の削減
はもとより地球温暖化防止に寄与した。 ○ 「峰が丘地域貢献ファンド」は、新たに１１５百万円の支援を得たが、

引き続き維持・拡充に努めている。
○ 非常勤講師の削減は、１６年度に策定した「非常勤講師時間数の削減」の ２０年３月には、教育研究活動の活性化及び教育研究環境並びに学生支
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援の充実を目的とした「宇都宮大学基金」を創設した。

② 経費抑制の取組
、 、○ １９年度には １６年度に策定した節減合理化基本方針の見直しを実施し

新たな経費節減事項の洗い出し等を行うとともに、ゴミの分別回収及びペー
パーレス化の推進により、複写機保守料は対前年度８００千円の減額、塵埃
物収集料は、対前年度１,５５０千円の節減となった。

○ 環境対策として、環境報告書の作成とともに、経費節減からも冬季・省エ
ネキャンペーンを実施し、学生・教職員に電気使用量の削減について周知徹
底を図った。

○ 非常勤講師の削減は、１６年度に策定した「非常勤講師時間数の削減」の
基本方針に基づき実施した。なお、１９年度は１８年度非常勤講師時間数配
分計画を維持した。

③ 学生寮の整備
○ １８年度には、学生寮の整備拡充計画に基づき、新寮(陽東寮)を自己資金

など多様な資金を活用し建設(８０戸)するとともに、雷鳴寮についても、寄
宿寮収入を償還財源とする長期借入金を競争入札により民間金融機関から借
り入れ改修が終了した。

④ 入札運用改善の取組
、 、 、 、○ 金融機関の格付け 株価の水準等 預入先としての安全性を考慮し また

資金運用益の改善に資するため、運用開始時期の調整(リスク分散)を行いつ
つ、本学にとって も金利が有利となるように入札による運用を図った。

（ ）一般予算資金運用収入 Ｈ１８：３,６８３千円→Ｈ１９：７,５０５千円
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